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平
成
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年
度
の
当
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予
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平
成
27
年
度
の
当
初
予
算　
が
、
３
月
市
議
会
定
例
会
で
可
決
さ
れ
ま
し
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市
税
を
主
な
収
入
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、
教
育
や
福
祉
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木
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ど
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め
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め
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計
予
算
は
、
４
３
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保
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業
な
ど
の
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つ
の
特
別
会
計
予
算
の
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計
は
、
２
４
４
億
９
，０
７
３
万
円
、病
院・

水
道
事
業
を
行
う
企
業
会
計
予
算
の
合
計
は
、
１
０
３
億
９
，３
１
４
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円
、
島
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原
・
大
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田
財
産
区
特
別
会
計
予
算
の
合
計
は
、
４
，５
８
６
万
円
で
、
こ
れ
ら

を
合
わ
せ
た
全
会
計
の
予
算
総
額
を
７
８
４
億
５
，０
６
２
万
円
と
し
て
い
ま
す
。

＊
１ 

当
初
予
算
：
年
度
初
め
の
基
本
的
な
予
算

歳出内訳

労働費　
　1億784万円

土木費　
　33億5,356万円

民生費
　139億 9,087万円

議会費　
　3億2,637万円

衛生費
　45億 4,178万円

消防費　
　30億 6,619万円

農林業費　
　19億 7,162万円

予備費　3,000万円

公債費　
　65億 1,753万円

災害復旧費　
　2億3,000万円

教育費　
　30億 62万円

商工費　
　4億3,542万円

総務費
　59億 4,908万円

目的別内訳
435 億 2,088 万円

※
グ
ラ
フ
は
概
算
で
す
。
予
算
書
は
通
常
、
千
円
単
位
で

　
表
す
た
め
、
端
数
処
理
の
関
係
で
、
予
算
額
と
一
致
し

　
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】　
財
政
課　
☎
22
・
９
６
０
８　
ＦＡＸ
22
・
９
６
９
４

＊ 2 自主財源…地方公共団体が自主的に収入できる財源。
＊ 3 依存財源…国や県からもらう交付金など。

歳入内訳

市税
　140億 5,606万円

国県支出金
　74億4,967万円

市債
　53億 900万円

その他　
21億 580万円

国からの交付金
　128億 3,934万円

自主財源
41％

依存財源
59％

負担金・使用料など
17億 6,101万円

435 億 2,088 万円
*２*３

*１
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　今年度の予算は、「ムダのない財政運営」を基本として、普通交付税の段階的な
減額による一般財源不足に対応するため、予算編成方法を一般財源配分方式に変更
しています。事務事業評価による事業費や内容の見直しを行うとともに、施策評価
による事業の重点化を図ることで事業のスクラップアンドビルド* を推進し、配分
された財源でより効果的な事業を行います。今年度は、昨年度と比較して一般会計
では６億 6,099 万円の増額となっていますが、維持補修費などは減っています。

■会計別内訳
会計名 予算額 伸率（％） 会計名 予算額 伸率（％）

一般会計 435 億 2,088 万円 1.5 病院事業 46 億 2,045 万円 1.6
国民健康保険事業 111 億 2,874 万円 10.5 水道事業 57 億 7,269 万円 2.9
　事業勘定 109 億 7,267 万円 10.6 小　計 103 億 9,314 万円 2.3
　直営診療 1 億 5,607 万円 2.6 島ヶ原財産区 2,808 万円 0.8
住宅新築資金等貸付 2,090 万円 △ 16.4 大山田財産区 1,778 万円 △ 27.6
駐車場事業 3,709 万円 △ 5.0 小　計 4,586 万円 △ 12.5
介護保険事業 98 億 9,880 万円 5.3 合　計 784 億 5,062 万円 3.9
農業集落排水事業 13 億 2,949 万円 36.3
公共下水道事業 9 億 7,113 万円 15.4
浄化槽事業 2,353 万円 4.2
サービスエリア 1,337 万円 △ 0.7
後期高齢者医療 10 億 6,767 万円 △ 1.3
小　計 244 億 9,073 万円 9.0

■性質別歳出内訳
区　分 予算額 伸率（％）

人件費 86 億 2,115 万円 3.5
物件費 68 億 155 万円 2.2
維持補修費 4 億 5,661 万円 △ 31.3
扶助費 79 億 3,713 万円 5.4
補助費等 41 億 8,444 万円 2.2
投資的経費 47 億 9,301 万円 △ 1.1
　うち人件費 672 万円 △ 85.1
公債費 65 億 1,753 万円 △ 2.1
繰出金 34 億 4,934 万円 1.5
その他　投資・出資・貸付金 2 億 7,530 万円 △ 12.0
　　　　 積立金 4 億 5,482 万円 34.4
　　　　 予備費 3,000 万円 0.0
歳出合計 435 億 2,088 万円 1.5
　うち人件費 86 億 2,786 万円 3.1

投資的経費
11％

補助費等
41億 8,444万円

公債費
65億 1,753万円

繰出金
34億 4,934万円

扶助費
79億3,713万円

物件費
68億 155万円

その他
7億6,012万円

義務的経費
53％

人件費
86億 2,115万円

その他経費
36％

災害復旧事業費
2億3,000万円

維持補修費
4億5,661万円

普通建設事業費
45億 6,301万円

＊4 スクラップアンドビルド：予算の肥大化を防ぐために、それまでの予算や組織
　　にとらわれることなく事業を統廃合すること。

※端数処理の関係で合計が一致しないことがあります。

４
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＊8 繰り越す事業分を含んだ金額です。
　昨年度の実借入予定額は約 60 億
　7,000 万円程度になる見込みです。
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555億円
566億円

582億円

582億円 574
億円

H26末
見込み

H27末
見込み

573 億円

586億円

H25
383 億円

579億円

492億円

476億円 483億円
474億円

448億円

429億円
426億円

401億円 381
億円 370億円

579
億円

576億円

【市債の残高】

＊６臨時財政対策債：国の財源不足により、地方交付税
　として交付するべき財源が不足したとき、地方交付
　税の交付額を減らして、その代わりに、地方公共団
　体自らに地方債を発行させる制度。形式的には、その
　自治体が地方債を発行しますが、償還の費用は次年

　　度以降の地方交付税で措置されるため、実質的には
　　地方交付税の代替財源といえます。
＊7合併特例事業：合併した市町村だけが一定の期限の
　中で借りることのできる有利な市債（合併特例債）で
　行う事業

市債残高
臨時財政対策債*を除く市債残高

※グラフは概算です。

　市が、建設事業などのために借り
入れた市債の残高は、昨年度末では
約 579 億円になる見込みです。約
59 億円を償還（返済）するのに対し、
合併特例事業　を中心に約 69 億円　
を借り入れます。

　今年度は、約 53 億 900 万円の
借り入れに対して償還額が約 58 億
6,000 万円です。
　今後も償還と借り入れのバラン
スを考慮した健全な運営を行って
いきます。

50 億円

100億円

150億円

121 億円

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H26末
見込み

H24

71 億円

85億円

84億円
91億円

123億円

137億円

H27末
見込み

115 億円

H25

129
億円

124
億円

84億円

【基金の残高】 　各事業を行うにあたり財源が不
足しているため、市の貯金である
基金から約９億 5,000 万円を取り
崩す予定です。また、財政調整基
金* など約４億 5,000 万円を積み
立てるため、今年度末の基金残高
は約 124 億円となる見込みです。

＊5 財政調整基金：大幅な税収の減少
　や、災害時などでの支出の増加に
　備えた積み立て

さらに詳しく知りたい人は…
　平成 27 年度当初予算についてまとめた「伊賀市の予算と財政状況」を
作成します。５月中に各地区市民センターに配布するほか、市ホームペー
ジでもご覧いただける予定です。

５

６ ８*７*
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 予算を家計にたとえると…
月収 29 万 8,000 円の家庭とします。

歳　入（435 億 2,000 万円）　　…………… 収　入　　　　　計 435,200 円
　　市税・地方交付税など（298 億円） 　…………… 月収 ( 給料など）　　　　  298,000 円
　　国・県支出金（74 億 5,000 万円）　…………… 親からの支援など　 　 　  74,500 円
　　市債（53 億 1,000 万円）  　 ………………… 借　金　　　　　　　　　 53,100 円
　　基金繰入金（9 億 6,000 万円）　……………… 預貯金の取り崩し　　 　 　9,600 円

歳　出（435 億 2,000 万円）　　 …………… 支　出　　　　　計 435,200 円
　　人件費（86 億 2,000 万円）　 　　 …………… 食費など　　　　　　　　 86,200 円
　　投資的経費（47 億 9,000 万円）　  ……………… 自宅の増改築・修繕費　 　 47,900 円
　　扶助費（79 億 4,000 万円）　  　……………… 医療費　　　　　　  　　　   79,400 円
　　公債費（65 億 2,000 万円）　　    　…………… 借金の返済　　　　　　 　65,200 円
　　積立金（４億 6,000 万円）　　   　　 …………… 貯　金　　　　　　　　　  4,600 円
　　補助費等（41 億 8,000 万円）　　　……………… 各種会費　　　　　　　　   41,800 円
　　物件費など（110 億 1,000 万円）　　　………… 光熱費・交際費など　　　   110,100 円

※
１
カ
月
の
支
出
額
約
43
万
５
，２
０
０
円
を
ま
か
な
う
の

　
に
、
月
収
に
親
か
ら
の
支
援
な
ど
を
加
え
て
も
、
な
お

　
不
足
す
る
額(

６
万
２
，７
０
０
円
︶
を
借
金
や
預
貯
金

　
の
取
り
崩
し
に
頼
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

２～４ページに掲載した予算を使って、次のような事業を予定しています。

今年度の主な事業

▲

地域医療対策事業　
    １億 4,024 万円（医療福祉政策課）

　安定的な二次救急医療体制を構築するため、関係機
関との連携を深めるとともに、夜間・休日における一
次救急医療の充実に向け、伊賀市応急
診療所を引き続き開設します。また、
救急医療や応急処置などに 24 時間・
年中無休で電話相談できる救急相談ダ
イヤル 24 事業を実施します。
　さらに、伊賀地域の医療資源の動向、
医療体制のあり方などを含めた伊賀市
の地域医療体制の再構築を図ります。▲

医療費助成経費
　 ４億 8,929 万円（保険年金課）

　障がい者、一人親家庭等、子どもの

医療費の一部を助成することにより、受給者の保健の
向上と福祉の増進を図ります。
　また、市単独事業で、障がい者、重度障がい者、子
ども医療（中学生入院分）の医療費の一部を助成します。▲

臨時福祉給付金給付事業
　１億 3,789 万円（生活支援課）

　平成 26 年度に引き続き、低所得者に
対する適切な配慮を行うため、臨時的な
給付措置として実施します。▲

子育て世帯臨時特例給付金給付事業　
3,903 万円（生活支援課）

　平成 26 年度に引き続き、子育て世帯
の消費の下支えを図る観点から、臨時的
な給付措置として実施します。

 １．健康・福祉
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 ２．生活・環境

▲

消防本部新庁舎整備事業
　13 億 8,274 万円（消防総務課）

　消防本部新庁舎を建設する経費です。▲

消防救急無線デジタル化事業
　１億 7,748 万円（消防総務課）

　消防救急無線は、平成 28 年５月末を期限として、
現行のアナログ方式からデジタル方式へ移行すること
が決定しており、それに伴い整備する経費です。
　また、県が整備した三重県消防救急デジタル無線共

通波整備事業での整備費償還金・運営事務費などの三
重県消防救急デジタル無線整備負担金も含みます。▲

粗大ごみ戸別収集事業　 761 万円（廃棄物対策課）
　集積場へ排出できない大きなごみや、処理困難・危
険物などを申請者の有料により自宅前まで収集に伺
う、粗大ごみの戸別収集事業を引き続き実施します。
また、高齢者や障がい者などで構成する世帯に対して
粗大ごみを無料で収集する福祉収集も継続して実施し
ます。

 ３．産業・交流

▲

観光戦略経費　　　　　　5,093 万円（観光戦略課）
　観光振興の経費で、伊賀市の特徴的な観光資源であ
る「忍者」を前面に打ち出した観光キャンペーン事業
を展開するとともに、都市部への観光キャンペーン・
情報発信活動を積極的に実施し、更なる観光客の誘致
を図ります。また、観光協会への事業委託や助成・地
場産業の育成なども行います。▲

鳥獣害防止事業　　　　　2,092 万円（農林振興課）
　有害鳥獣による農産物の被害を防止するため、電気
柵などの共同防止施設を設置する農業者に対して、施
設設置に必要な資材購入費の一部を助成します。
　野生サルに電波を発信する機器・装着した発信機の

電波を受信する機器を購入し、被害地区での追い払い
等猿害対策の取り組みを推進します。また、市が策定
した鳥獣害防止計画に基づく鳥獣害対策協議会の事業
に対して、事業費の一部を負担します。▲

特産農産物等振興事業　　   220 万円（農林振興課）
　伊賀市の特産野菜の生産、流通の構造改革を推進し、
農産物の高付加価値化と栽培農家の経営向上を図るた
め、補助対象品目野菜の栽培を奨励します。▲

伊賀市ウッドスタート事業　491 万円（農林振興課）
　健やかな子どもの成長と地球環境の維持に役立つ適
切な木材利用推進を図るため、「木育」のきっかけと
して親子で木のぬくもりを共有できるものを配布します。

 ５．文化・地域づくり　

▲

無形文化遺産登録推進経費　  29 万円（文化交流課）
　芭蕉翁生誕地としての取り組みのひとつとして、さ
らなる顕彰活動の継承のため、俳句・俳諧・芭蕉の精
神世界がユネスコの無形文化遺産に登録されるよう調
査・研究を行い、関係する自治体や団体へも呼びかけ
るなど、互いに連携することによって内外に発信して
いきます。▲

三重国体準備経費　　  　15 万円（スポーツ振興課）
　2021 年（平成 33 年）の三重国体開催に向けた準
備経費。伊賀市でもサッカー女子・剣道・ハンドボール・

軟式野球・クレー射撃の会場として内定を受けており、
本年度は、先県視察などを行い、国体準備室の設置な
どに向けて情報収集を行います。▲

住民自治協議会推進経費              
１億 5,720 万円（地域づくり推進課など）

　伊賀市自治基本条例に基づき、各地域における住民
自治協議会の運営や地域が主体となり取り組むまちづ
くり事業を支援するため、地域包括交付金を交付し、
住民自治活動の推進を図ります。

 ４．教育・人権

▲

人権啓発推進経費　　　　　　　　　　
1,892 万円（人権政策・男女共同参画課など）

　部落差別をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向け、
各支所管内で啓発活動や企業、各種団体への人権啓発活
動の促進などの取り組みを行います。また、人権フェス
ティバルなどの大きなイベント、地区単位での講演会や
懇談会を開催することで、すべての市民が人権について

の正しい理解と認識をもち、互いを認め合い、すべての
人の権利を尊重するまちづくりをめざします。▲

施設改修事業（小学校・中学校）
　5,838 万円（教育総務課）

　経年劣化などによる、遊具などの改修に係る経費で
す。本年度は、遊具更新工事・消防設備改修工事など
を行います。
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 ６．生活・基盤

▲

街なみ環境整備事業
　１億 6,823 万円（都市計画課など）

　城下町エリアの歴史や文化を守りながら暮らしやす
いまちを実現し、良好な街なみ形成や住環境の整備改
善を進めるため道路美装化事業などを実施します。ま
た、伊賀市景観計画に基づき、景観の保全と形成に向
け、伊賀市ふるさと風景づくり助成金交付要綱により、
建物・工作物の改修などに対する助成を行います。▲

西明寺緑ケ丘線道路改良事業
　３億 8,020 万円（建設１課）

　本路線は国道 163 号と緑ケ丘地内の市道荒木木興

線を接続する重要な幹線道路であり、また、消防新庁
舎への進入出路となることから、上野東部地域の南北
を連絡する幹線道路として、消防緊急車両が速やかに
現場に到着することができるよう整備を行います。▲

伊賀鉄道活性化促進事業　9,171 万円（総合政策課）
　伊賀線存続のため、伊賀鉄道㈱に対して運営費の補
助を行うとともに、市民の移動手段の確保に努め、同
線の活性化を図ります。
　また、伊賀線の利用促進のため児童や生徒の団体利
用に対しての助成や時刻表の作成などのほか、新駅整
備に向けた基本設計業務を行います。

 ７．市全体の計画の推進　

▲

社会保障・税番号制度導入経費
　9,547 万円（広聴情報課）

　マイナンバー法（「行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律」）に基づ
く「社会保障・税番号制度」の導入準備として、伊賀
市の既存システム（住民記録、税、福祉総合など）の
改修を行います。
　国の情報提供ネットワークシステムと情報連携をす
るため中間サーバーの利用準備や連携テストを行うと

ともに、番号制度に関する情報収集を行います。▲

住民票等証明交付事業　　　  1,767 万円（住民課）
　住民票の写し等住民基本台帳関係証明書交付業務、
戸籍謄抄本等戸籍関係証明書交付業務、印鑑証明書交
付業務を行います。
　多様化するライフスタイルへの対応、住民の利便
性の向上を図るため、コンビニエンスストアにおけ
る証明書などの自動交付（コンビニ交付）事業を実
施します。

▲

伊賀ブランド推進事業補助事業
　300 万円（商工労働課）

　「伊賀ブランド」を確立するための商標取得や認定
品の情報発信・販路開拓・事業者間での商品開発など
を検討します。▲

あけぼの学園高校とのコラボ商品開発支援事業
　1,080 万円（農林振興課）

　伊賀産菜種油を原材料にしたシャンプーやトリート
メントの商品開発の支援を行います。商品開発は、あ
けぼの学園高校の生徒がラベルデザインや試作実験を
行い、製造についても伊賀市内の企業が携わる予定です。▲

着地型観光推進事業　　　1,397 万円（観光戦略課）
　着地型観光「伊賀ぶらり体験博覧会　いがぶら」を
開催します。
　市全体で観光客を受け入れる体制づくりを行うた

め、受け入れ事業主体の発掘と育成を行います。事業
主体から考案されたおもてなしプログラムは、10 月
から 12 月初旬にかけて開催し、市全体で「観光メ
ニュー」として PR を行います。▲

外国人観光客誘客事業　　2,200 万円（観光戦略課）
　ミラノ国際博覧会（2015 年 6 月 28 日～ 30 日イ
タリア共和国ロンバルディア州ミラノ県ロー市）に出
展し、伊賀市の観光資源である「伊賀流忍者」「伊賀
の食文化」「伝統工芸」を世界に発信します。▲

プレミアム付商品券発行事業
　１億 3,130 万円（商工労働課）

　伊賀市内に所在し、地域振興に貢献する商店などで
共通して使用できるプレミアム付商品券を発行するこ
とにより、地元消費の拡大、地域経済の活性化を図り
ます。

　今年は平成 27 年度予算のほかに、国の経済対策である「地域住民生活等緊急
支援交付金」の対象事業を盛りこんだ、平成 26 年度補正予算の「地方創生予算」
と一体的に、地方創生、地域経済の活性化などの取り組みを進めます。

地方創生予算
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）
は
旧
所
属
・
役
職

 

■
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長
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■
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級

▼
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理
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設
部
次
長
兼
建
築
住
宅
課
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事
務
取
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長
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岡
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兼
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事
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兼
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兼
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兼
水
道
部
長（
水
道
部
次

長
兼
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兼
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司
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兼
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兼
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（
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
副
参
事
〔
伊
賀
市
・
名
張

市
広
域
行
政
事
務
組
合
へ
派
遣
〕）　　
　

 　

奥
井
　
直
司

▼
浄
化
セ
ン
タ
ー
所
長（
健
康
福
祉
部（
社
会
福
祉
事
務
所
）

厚
生
保
護
課
副
参
事
兼
保
護
第
２
係
長
事
務
取
扱
）　　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

比
口
　
博

【
健
康
福
祉
部
】

▼
健
康
福
祉
部
（
社
会
福
祉
事
務
所
）
生
活
支
援
課
長
（
伊

賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
務
部
医
療
事
務
課
長
）　　

中
西
　
一
樹

▼
健
康
福
祉
部
（
社
会
福
祉
事
務
所
）
介
護
高
齢
福
祉
課

長
（
健
康
福
祉
部
（
社
会
福
祉
事
務
所
）
介
護
高
齢
福
祉

課
長
兼
高
齢
福
祉
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
奥
　
幸
子

▼
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
副
参
事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
尾
　
智
子

【
産
業
振
興
部
】

▼
産
業
振
興
部
農
林
振
興
課
長
（
企
画
振
興
部
広
聴
情
報

課
長
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馬
場
　
清

【
建
設
部
】

▼
建
設
部
建
設
２
課
長
（
産
業
振
興
部
農
村
整
備
課
副
参

事
兼
整
備
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　
　

辻
村
　
武
臣

▼
建
設
部
公
共
基
盤
推
進
課
長
（
建
設
部
建
設
２
課
副
参

事
兼
総
務
管
理
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　

小
西
　
康
章

▼
建
設
部
建
築
住
宅
課
長
（
建
設
部
建
築
住
宅
課
副
参
事

兼
事
業
第
１
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　

川
瀬
　
正
司
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【
消
防
本
部
・
署
】

▼
消
防
本
部
予
防
課
長
（
南
消
防
署
副
署
長
兼
指
導
係
長

事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
森
　
宏
悟

▼
東
消
防
署
長
（
中
消
防
署
副
署
長
兼
指
導
係
長
事
務
取

扱
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

井
上
　
昇

▼
南
消
防
署
長
（
消
防
本
部
予
防
課
長
）　　

宮
本
　
啓
吾

【
上
野
総
合
市
民
病
院
】

▼
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
薬
剤
部
薬
剤
科
長
（
伊

賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
薬
剤
科
副
参
事
）　　
　
　
　

福
森
　
和
俊

▼
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
医
療
技
術
部
臨
床
検
査

課
長
（
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
医
療
技
術
部
臨
床

検
査
課
副
参
事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
田
　
秀
之

▼
伊
賀
市
立
上
野
総
合
市
民
病
院
事
務
部
医
療
事
務
課
長

（
健
康
福
祉
部
（
社
会
福
祉
事
務
所
）
障
が
い
福
祉
課
副
参

事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
出
　
光
美

【
出
納
室
】

▼
出
納
室
長
兼
出
納
係
長
事
務
取
扱
（
伊
賀
市
立
上
野
総

合
市
民
病
院
事
務
部
経
営
企
画
課
副
参
事
）　　

川
　
孝
子

【
支
　
所
】

▼
上
野
支
所
振
興
課
長
（
健
康
福
祉
部
医
療
福
祉
政
策
課

副
参
事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

中
岡
　
久
美

▼
伊
賀
支
所
振
興
課
長
（
伊
賀
支
所
振
興
課
長
兼
産
業
建

設
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

安
岡
　
健
司

▼
伊
賀
支
所
住
民
福
祉
課
長
兼
い
が
ま
ち
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
所
長
事
務
取
扱
（
阿
山
支
所
住
民
福
祉
課
副
参
事
）　

三
根
　
久
美
子

▼
島
ヶ
原
支
所
住
民
福
祉
課
長
（
大
山
田
支
所
住
民
福
祉

課
副
参
事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
口
　
育
子

▼
阿
山
支
所
振
興
課
長
兼
地
域
振
興
係
長
事
務
取
扱
（
阿

山
支
所
振
興
課
副
参
事
兼
地
域
振
興
係
長
事
務
取
扱
）　　

藤
林
　
宏
通

▼
阿
山
支
所
住
民
福
祉
課
長
（
建
設
部
下
水
道
課
副
参
事

兼
総
務
管
理
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　

中
川
　
雅
尋

▼
青
山
支
所
振
興
課
長
（
青
山
支
所
住
民
福
祉
課
長
兼
青

山
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長
事
務
取
扱
兼
青
山
福
祉
セ
ン
タ
ー

長
事
務
取
扱
兼
青
山
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
事
務
取

扱
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岩
野
　
孝
裕

▼
青
山
支
所
住
民
福
祉
課
長
兼
青
山
保
健
セ
ン
タ
ー
所
長

事
務
取
扱
兼
青
山
福
祉
セ
ン
タ
ー
長
事
務
取
扱
兼
青
山
子

育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
所
長
事
務
取
扱（
青
山
文
化
セ
ン
タ
ー

所
長
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

奥
　
早
百
合

【
農
業
委
員
会
】

▼
農
業
委
員
会
事
務
局
次
長
《
課
長
級
》（
農
業
委
員
会
事

務
局
副
参
事
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

円
界
　
素
史

【
水
道
部
】

▼
水
道
部
水
道
総
務
課
長
（
水
道
部
水
道
総
務
課
副
参
事

兼
経
理
係
長
事
務
取
扱
）　　
　
　
　
　
　
　

福
永
　
賢
治

▼
水
道
部
施
設
課
長
兼
青
山
事
業
所
長
事
務
取
扱
（
建
設

部
公
共
基
盤
推
進
課
長
）　　
　
　
　
　
　
　

赤
尾
　
隆
司

【
教
育
委
員
会
】

▼
阿
山
公
民
館
長
兼
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
副

参
事
兼
上
野
図
書
館
阿
山
分
館
長（
人
権
生
活
環
境
部
環
境

政
策
課
長
兼
環
境
セ
ン
タ
ー
所
長
）　　
　
　

服
部
　
寿
一

▼
大
山
田
公
民
館
長
兼
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課

副
参
事
兼
上
野
図
書
館
大
山
田
分
館
長（
青
山
支
所
振
興
課

長
兼
産
業
建
設
係
長
事
務
取
扱
兼
ダ
ム
対
策
係
長
事
務
取

扱
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

若
出
　
正
裕

▼
青
山
公
民
館
長
兼
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
副

参
事
兼
上
野
図
書
館
青
山
分
館
長（
人
権
生
活
環
境
部
廃
棄

物
対
策
課
長
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

居
附
　
秀
樹

【
問
い
合
わ
せ
】　

　
人
事
課

　
☎
22
・
９
６
０
５　
ＦＡＸ
22
・
９
６
１
６

新庁舎設計 市民ワークショップ
◆ 新庁舎について一緒に考え、話し合ってみませんか

　使いやすく、親しみやすい新庁舎となるように、市
民の皆さんから広くご意見をいただき、設計に反映さ
せるため、市民ワークショップを開催します。
【と　き】　5月 9日㈯	
○１部（昼の部）：午後１時 30分～ 4時
○２部（夜の部）：午後６時 30分～ 9時
※１部に参加した人は、２部には参加できません。
【ところ】　ゆめぽりすセンター　２階大会議室
【応募資格】　市内に在住、または在勤、通学している人
【テーマ】　話し合う内容の例：ユニバーサルデザイン
について・窓口サービスについて・自然エネルギーの

有効利用について　など
【応募方法】　住所・氏名・電話番号・参加したい部（昼
の部・夜の部）を明記の上、郵送・ファックス・Eメー
ル・持参のいずれかで提出してください。※「新庁舎
設計ワークショップ参加希望」と明記してください。
【応募期限】　５月８日㈮　午後５時
【定　員】　各 60人程度
※定員に達していない場合は、当日参加も可能です。
【提出先・問い合わせ】
　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116番地
　伊賀市財務部管財課　　kanzai@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】管財課
　☎22-9610　ＦＡＸ24-2440
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不妊治療費・不育症治療費の助成
◆ 平成 27 年 4 月 1 日から助成対象を拡大しました

　これまで助成対象外となっていた人工授精による不
妊治療について、平成 27年度から助成を開始します。
≪対象治療≫
　平成 27 年 4月 1日以降に医療機関で受けた保険
適用外の人工授精による不妊治療
≪対象者≫　次の要件をすべて満たしている人
○医師に一般不妊治療が必要であると診断された法律
上の夫婦

○夫婦の双方またはどちらかが伊賀市に住民登録され
ていること
○夫婦の前年の所得（１～５月の申請は前々年の所得）
の合計額が 400万円未満
≪助成内容≫
　１年度１回限り通算５年ま
で、１回あたり上限３万円

【問い合わせ】健康推進課
　☎ 22-9653　ＦＡＸ 22-9666

◆一般不妊治療費（人工授精）助成事業

◆特定不妊治療費（体外受精・顕微授精）助成事業
　特定不妊治療（体外受精または顕微授精で採卵に至ったもの）を受けた夫婦を対象に
治療費の一部を助成しています。

①三重県特定不妊治療費助成事業 ②伊賀市特定不妊治療費助成事業
　　　　（①とあわせて申請）

助成要件

○特定不妊治療以外の方法では、妊娠の見込みがないか極めて少ないと医師に診断された
法律上の夫婦
○指定医療機関で治療を受けたもの
○夫婦の双方または一方が伊賀市に住民登録されていること

所得制限 夫婦の前年の所得の合計額（１～５月の申
請は前々年の所得）730万円未満

夫婦の前年の所得の合計額（１～５月の申
請は前々年の所得）400万円未満

助成内容 １回あたり上限 15万円または 7万 5千円
（治療内容による） １回あたり上限 10万円

平成 26年度・
平成27年度（移行
期間）

新規申請者
○39歳以下：通算６回まで（年間回数制限なし）
○ 40歳以上：初年度３回まで、２年目２回まで
平成 25年度までに助成を受けている人
年度内２回まで、通算５年 10回まで
（年齢制限なし）

新規申請者
○39歳以下：通算６回まで（年間回数制限なし）
○ 40歳以上：初年度３回まで、２年目２回まで
平成 25年度までに助成を受けている人
年度内１回、通算５年まで
（年齢制限なし）

平成 28年度以降
（年間回数制限なし）

○ 39歳以下：通算６回まで
○ 40～ 42歳：通算３回まで
○ 43歳以降に開始する治療：助成対象外

○ 39歳以下：通算６回まで
○ 40～ 42歳：通算３回まで
○ 43歳以降に開始する治療：助成対象外

助
成
期
間
・
回
数

※助成回数は、これまでに助成を受けた回数や県外で助成を受けた回数も通算されます。
※通算回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢で判断します。

◆男性不妊治療費助成事業

◆不育症治療費助成事業

◆第２子以降の特定不妊治療費に対する助成回数
追加事業≪対象者≫　特定不妊治療の一環として行われる男性

を対象とする保険適用外の手術などを受けた、所得合
計額が 400万円未満の夫婦
≪助成内容≫　特定不妊治療費助成事業に上乗せし
て、治療費の一部（１回あたり上限５万円）

≪対象者≫　保険適用外の不育症治療・検査を受けた、
所得合計額が 400万円未満の夫婦
≪助成内容≫　１年度１回限り、上限 10万円　

≪対象者≫
　妻の年齢が 43歳未満（平成 27年度は 40歳未満）
で１人以上の実子がいる、所得合計額が 400 万円未
満の夫婦のうち、平成 26年度以降に新規に特定不妊
治療費の助成を受け、助成上限回数を超過した夫婦
≪助成内容≫
　特定不妊治療費の助成を受けた回数と合算して通算
８回まで治療費の一部（１回あたり上限 15万円）

※提出書類や申請方法など詳しい内容については、お問い合わせください。　《申請先・問い合わせ》　健康推進課
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「
芭
蕉
翁
献
詠
俳
句・芭
蕉
翁
献
詠
連
句
・

芭
蕉
翁
献
詠
絵
手
紙
」を
募
集
し
ま
す

■
一
般
の
部
・
テ
ー
マ
の
部

【
投
句
要
項
】

一
般
の
部
：
季
節
は
問
い
ま
せ
ん
。

テ
ー
マ
の
部
：　
「
木
（
樹
）」
に
ま
つ
わ

る
俳
句

（
例
）「
松
」「
桜
」
な
ど
も
可

※
い
ず
れ
も
未
発
表
の
自
作
に
限
り
ま
す
。

①
は
が
き
に
希
望
選
者
名
・
郵
便
番
号
・

　
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
し
て
く

　
だ
さ
い
。

②
必
ず
２
句
１
組
で
応
募
し
て
く
だ
さ

　
い
。
各
部
門
ご
と
に
10
句
ま
で
投
句
で

　
き
ま
す
。

※
同
じ
句
を
複
数
の
選
者
に
投
句
は
で
き

　
ま
せ
ん
。

③
独
自
の
読
み
方
や
難
解
漢
字
に
は
ふ
り

　
が
な
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

④
選
者
の
都
合
に
よ
り
選
句
が
で
き
な
い

　
場
合
は
選
句
の
対
象
外
と
し
ま
す
。

【
選
　
者
】（
敬
称
略　
五
十
音
順
）

一
般
の
部
：

　
有
馬
朗
人　
　
稲
畑
汀
子

　
茨
木
和
生　
　
宇
多
喜
代
子

　
岡
崎
光
魚　
　
小
澤
實　
　
　

　
鍵
和
田

子　
金
子
兜
太

　
黒
田
杏
子　
　
塩
田
薮
柑
子

　
棚
山
波
朗　
　
西
村
和
子

　
長
谷
川
櫂　
　
星
野
椿　

　
正
木
ゆ
う
子　
三
村
純
也　

　
宮
田
正
和

テ
ー
マ
の
部
：
片
山
由
美
子

【
応
募
期
限
】

　
７
月
31
日
㈮　
必
着

【
投
句
先
】

　
〒
５
１
８・８
７
７
０

　
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
７
の
13

　
「
芭
蕉
翁
献
詠
俳
句
」
係

■
英
語
俳
句
の
部

【
投
句
要
項
】　
季
節
は
問
い
ま
せ
ん
。

※
未
発
表
の
自
作
に
限
り
ま
す
。

①
郵
便
番
号
・
住
所
（
日
本
以
外
の
場
合

　
は
国
名
か
ら
）・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記

　
入
の
上
、
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
Ｅ
メ
ー

　
ル
の
い
ず
れ
か
で
応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

②
１
枚
に
２
句
書
い
て
く
だ
さ
い
。
５
枚

　
（
10
句
）
ま
で
投
句
で
き
ま
す
。

③
選
者
の
都
合
に
よ
り
選
句
が
で
き
な
い

　
場
合
は
選
句
の
対
象
外
と
し
ま
す
。

【
選
　
者
】　（
敬
称
略
）

　
加
藤
耕
子　

【
応
募
期
限
】

　
７
月
31
日
㈮　
必
着

【
投
句
先
】

　
〒
５
１
８・８
７
７
０

　

伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
７
の
13

　
「
芭
蕉
翁
献
詠
俳
句
英
語
俳
句
の
部
」
係

　
　

eigo@
basho-bp.jp

芭
蕉
翁
献
詠
俳
句

　
芭
蕉
翁
の
遺
徳
を
偲し

の
び
、
献
詠
俳
句

な
ど
を
募
集
し
ま
す
。
特
選
・
入
選
作

品
を
決
定
し
、
特
選
者
は
10
月
12
日（
月・

祝
）の
芭
蕉
祭
式
典
（
上
野
公
園
内
俳
聖

殿
前
広
場
）
で
表
彰
し
ま
す
。
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■
児
童
・
生
徒
の
部

【
投
句
要
項
】

　
季
節
・
テ
ー
マ
は
自
由
で
す
。

※
未
発
表
の
自
作
に
限
り
ま
す
。

①
は
が
き
に
氏
名
・
郵
便
番
号
・
学
校
ま

　

た
は
園
（
所
）
の
住
所
・
電
話
番
号
・

　
学
校
ま
た
は
園
（
所
）
名
・
学
年
を
記

　
入
の
上
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

※
個
人
で
投
句
の
場
合
は
ご
自
身
の
住

　
所
、
電
話
番
号
を
書
い
て
く
だ
さ
い
。

②
必
ず
２
句
１
組
で
応
募
し
て
く
だ
さ

　
い
。２
枚（
４
句
）ま
で
投
句
で
き
ま
す
。

③
学
校
・
園
（
所
）
で
ま
と
め
て
お
送
り

　
く
だ
さ
い
。

④
応
募
は
が
き
が
必
要
な
学
校
、
園
に
は

　
お
送
り
し
ま
す
。

【
選
　
者
】

　
芭
蕉
翁
献
詠
俳
句
児
童・生
徒
の
部
選
者

【
応
募
期
限
】　
９
月
４
日
㈮　
必
着

【
投
句
先
】　
〒
５
１
８・８
７
７
０

　

伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
７
の
13

　
「
芭
蕉
翁
献
詠
俳
句
児
童
・
生
徒
の
部
」
係

【
投
句
要
項
】

　
作
品
形
式
は
「
半
歌
仙
」
で
芭
蕉
の
句

を
発
句
と
し
た
脇
起
。
未
発
表
作
品
で
、

独
吟
は
不
可
で
す
。

①
所
定
の
用
紙
（
コ
ピ
ー
可
、
Ａ
４
サ
イ

　

ズ
。（
公
財
）
芭
蕉
翁
顕
彰
会
ホ
ー
ム

　

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

　
す
。）
に
、捌さ

ば
き
の
人
の
郵
便
番
号・住
所・

　
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
の
上
、
郵
送

　
し
て
く
だ
さ
い
。

②
１
連
衆
３
巻
以
内
と
し
、
捌さ

ば
き
の
人
が
応

　
募
し
て
く
だ
さ
い
。

【
選
　
者
】　（
敬
称
略　
五
十
音
順
）

　
今
村
苗　
　
東
條
士
郎

　
西
田
青
沙　
和
田
忠
勝　

【
応
募
期
限
】

　
７
月
31
日
㈮　
必
着

【
投
句
先
】　
〒
５
１
８・８
７
７
０

　
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
７
の
13

　
「
芭
蕉
翁
献
詠
連
句
」
係

①
15
㎝
×
10
㎝
（
郵
便
は
が
き
サ
イ
ズ
）

　
の
用
紙
を
使
用
、
画
材
・
彩
色
は
自
由

　
で
す
。

②
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・

　
（
学
生
は
学
校
名
・
学
年
）
を
記
入
し
て

　
く
だ
さ
い
。

③
１
人
５
点
ま
で
、
未
発
表
の
自
作
に
限

　
り
ま
す
。

【
選
　
者
】

　
芭
蕉
翁
献
詠
絵
手
紙
選
者

【
応
募
期
限
】

　
９
月
４
日
㈮　
必
着

【
提
出
先
】

　
〒
５
１
８・８
７
７
０

　
伊
賀
市
上
野
丸
之
内
１
１
７
の
13

　
「
芭
蕉
翁
献
詠
絵
手
紙
」
係

【
問
い
合
わ
せ
】

○（
公
財
）芭
蕉
翁
顕
彰
会

　
☎
21
・
２
２
１
９　
ＦＡＸ
51
・
６
７
９
６

○
文
化
交
流
課

　
☎
22
・
９
６
２
１　
ＦＡＸ
22
・
９
６
９
４

芭
蕉
翁
献
詠
連
句

芭
蕉
翁
献
詠
絵
手
紙

①
特
選
者
に
は
賞
状
と
副
賞
、
入
選
者

に
は
賞
状
を
送
付
し
ま
す
。

②
特
・
入
選
者
の
作
品
集
を
作
成
し
、

販
売
し
ま
す
。

③
特
・
入
選
作
品
の
発
表
や
出
版
に
関

す
る
著
作
権
は
主
催
者
に
帰
属
し
ま
す
。

④
投
句
作
品
の
訂
正
、
返
却
、
問
い
合

わ
せ
に
は
応
じ
ま
せ
ん
。

⑤
応
募
者
の
個
人
情
報
は
、
適
正
に
管

理
し
ま
す
。
特
・
入
選
者
の
氏
名
と
住

所
（
都
道
府
県
・
市
区
町
村
名
の
み
）

に
つ
い
て
は
作
品
集
・
報
道
機
関
な
ど

に
公
表
し
ま
す
。
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〜「
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
！ 

消
費
者
が
主
役
の
社
会
!!
」〜

 
５
月
は
消
費
者
月
間
で
す

【
問
い
合
わ
せ
】　
市
民
生
活
課　
☎
22
・
９
６
３
８　
℻  
22
・
９
６
４
１

　
近
年
、
伊
賀
市
で
も
契
約
ト
ラ
ブ
ル
や
悪
質
な
手
口
の
特
殊
詐
欺
被
害
の
相
談
が

多
く
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
被
害
を
防
ぐ
に
は
、
消
費
者
自
身
が
必
要
な

知
識
を
身
に
つ
け
、
未
然
に
防
止
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

　
今
回
は
、
相
談
件
数
が
多
い
２
つ
の
相
談
事
例
を
も
と
に
解
説
し
ま
す
。

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
で
き
な
い
の
？

　
訪
問
販
売
で
新
聞
購
読
を
契
約
し
た
場

合
、
契
約
書
面
を
受
け
取
っ
た
日
を
含
め

て
８
日
以
内
で
あ
れ
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
（
無
条
件
解
約
）
が
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
、事
例
の
よ
う
に
期
間（
８
日
）

が
過
ぎ
て
か
ら
で
は
、
原
則
と
し
て
一

方
的
に
解
約
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、
販
売
店
と
消
費
者
と
の
話
し

合
い
で
解
決
す
る
し
か
な
く
、
高
額
な
解

約
料
や
契
約
時
に
受
け
取
っ
た
景
品
相
当

額
の
返
金
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、

無
条
件
解
約
は
非
常
に
困
難
で
す
。

高
齢
者
に
こ
の
よ
う
な
契
約
を
さ
せ

る
の
は
違
法
で
は
な
い
の
？

　

ど
の
く
ら
い
先
の
契
約
ま
で
し
て
よ

い
の
か
と
い
う
法
律
の
決
ま
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
今
回
の
よ
う
に
３
年
先
の
契
約
で
あ
っ

て
も
基
本
的
に
は
有
効
で
す
。
し
か
し
、

先
の
契
約
は
消
費
者
が
高
齢
で
亡
く
な
っ

た
り
、
契
約
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
な

か
っ
た
り
す
る
な
ど
、
ト
ラ
ブ
ル
に
な
る

ケ
ー
ス
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
あ
ま
り
先

の
契
約
は
好
ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に

○
強
引
な
勧
誘
や
過
大
な
景
品
の
提
供

　

に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

　

う
。
冷
静
に
判
断
し
、
必
要
の
な
い

　
も
の
は
キ
ッ
パ
リ
断
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
契
約
書
は
必
ず
内
容
（
特
に
購
読
期

　

間
）
を
確
認
し
、
契
約
期
間
満
了
ま

　

で
し
っ
か
り
と
保
管
す
る
よ
う
に
し

　
ま
し
ょ
う
。

○
長
期
間
の
契
約
や
数
年
先
の
契
約
は

　
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
で
す
。

早
め
の
相
談
が
大
切

　

こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
は
じ
め
か
ら

詐
欺
目
的
な
の
で
、
お
金
を
払
っ
て
し

ま
っ
て
か
ら
取
り
戻
す
こ
と
は
困
難
で

す
。
被
害
の
拡
大
を
食
い
止
め
る
た
め

に
も
、
お
か
し
い
と
思
っ
た
ら
、
す
ぐ

に
お
住
ま
い
の
自
治
体
の
消
費
生
活
セ

ン
タ
ー
や
警
察
な
ど
に
相
談
し
ま
し
ょ
う
。

ト
ラ
ブ
ル
を
避
け
る
た
め
に

　

金
融
庁
や
消
費
者
庁
と
い
っ
た
公
的

機
関
の
職
員
を
名
乗
っ
て
ワ
ナ
を
仕
掛

け
て
き
ま
す
。
公
的
機
関
の
職
員
が
特

定
の
株
や
社
債
・
商
品
を
保
証
す
る
よ

う
な
言
動
を
と
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

誰
か
ら
の
、
ど
ん
な
話
で
も
「
お
い

し
い
話
が
他
人
か
ら
持
ち
込
ま
れ
る
こ

と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
ず
に
！

　

は
っ
き
り
と
断
り
の
意
思
を
伝
え
ま

し
ょ
う
。

◆
事
例
①　
新
聞
購
読
ト
ラ
ブ
ル

◆
事
例
②　
電
話
勧
誘
（
投
資
詐
欺
）

　

訪
問
販
売
で
「
１
万
円
分
の
商
品
券

を
あ
げ
る
か
ら
、
５
年
間
の
新
聞
契
約

を
し
て
ほ
し
い
」
と
し
つ
こ
く
勧
誘
さ

れ
、
断
り
き
れ
ず
に
契
約
し
た
。
契
約

の
期
間
は
、
平
成
30
年
か
ら
平
成
34
年
。

　
契
約
の
半
年
後
、
近

所
に
住
む
息
子
が
契
約

書
を
見
つ
け
、
販
売
店
に
解
約
を
申
し
出

た
。
す
る
と
、
契
約
時
に
渡
し
た
商
品
券

と
解
約
料
を
払
え
と
言
わ
れ
た
。

《
困
っ
た
と
き
は
市
民
生
活
課
へ
》

　

消
費
生
活
に
関
す
る
ト
ラ
ブ
ル
や
悩
み
が
あ
る
場
合
は
、
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
市
民

生
活
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
職
員
や
消
費
生
活
専
門
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

【
相
談
窓
口
】

　
消
費
生
活
相
談
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　
☎
22
・
９
６
２
６　
平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

※
専
門
相
談
員
が
相
談
に
応
じ
る
日
時
は
月・水・金
曜
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
４
時（
原
則
）

　

金
融
庁
職
員
の
Ａ
と
名
乗
る
人
か
ら

「
最
近
、
投
資
に
関
す
る
詐
欺
が
横
行
し

て
い
る
の
で
、注
意
し
て
く
だ
さ
い
。」と
い

う
電
話
が
あ
っ
た
。

　
翌
日
、
Ｂ
と
い
う
会
社
か
ら
未
公
開
株

に
関
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
届
い
た
が
、

先
日
の
電
話
を
思
い
出
し
、
そ
の
ま
ま
に

し
て
お
い
た
。
数
日
後
、
ま
た
Ａ
か
ら
電

話
が
あ
り
、「
そ
の
後
お
変
わ
り
あ
り
ま

せ
ん
か
。」
と
言
わ
れ
た
の
で
、
例
の
パ

ン
フ
レ
ッ
ト
の
話
を
し
た
と
こ
ろ
、「
こ

こ
だ
け
の
話
、
Ｂ
社
は
非
常
に
優
良
な
会

社
で
、
株
式
市
場
へ
の
上
場
間
近
な
ん
で

す
。」
と
言
わ
れ
た
。

　

金
融
庁
の
お
墨
付
き
が
あ
る
な
ら
と

信
用
し
、
Ｂ
社
で
５
０
０
万
円
分
の
未
公

開
株
を
購
入
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
週
間

経
っ
て
も
上
場
の
様
子
は
な
く
、
そ
の
う

ち
Ｂ
社
と
連
絡
が
取
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
。

○
×
新
聞



お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し
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〜
各
地
区
の
課
題
に
取
り
組
む
た
め
に
〜

 
地
区
振
興
計
画
を
策
定
し
ま
し
た

【
問
い
合
わ
せ
】　
総
合
政
策
課　
☎
22
・
９
６
２
０　
℻  
22
・
９
６
７
２

　

平
成
27
年
３
月
に
、
上
野
・
伊
賀
・

島
ヶ
原
・
阿
山
・
大
山
田
・
青
山
そ
れ

ぞ
れ
の
地
区
の
課
題
や
目
標
、
取
り
組

み
の
内
容
を
記
載
し
た
「
地
区
振
興
計

画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
26
年
３
月
に
策
定
し
た
第
２
次
伊

賀
市
総
合
計
画
基
本
構
想
で
は
、
伊
賀
市

の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
、
行
政
だ
け
で

な
く
市
民
の
皆
さ
ん
や
自
治
組
織
、
市
民

活
動
団
体
、
企
業
な
ど
あ
ら
ゆ
る
主
体
が

力
を
結
集
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。

　

地
区
の
人
た
ち
が
自
ら
地
区
振
興
を

推
進
す
る
た
め
、
各
地
区
内
の
複
数
の

住
民
自
治
協
議
会
な
ど
の
団
体
が
連
携

し
て
行
う
事
業
や
、
各
自
治
組
織
と
行
政

が
連
携
す
る
事
業
に
つ
い
て
、
地
域
が
主

体
と
な
っ
て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
素
案
を
検
討
す
る
段
階
か
ら
各
住

民
自
治
地
区
連
合
会
な
ど
で
検
討
を
重
ね

「
地
区
振
興
計
画
」
を
策
定
し
ま
し
た
。

地
域
が
主
体
的
に

ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
た
め
に

　
地
区
振
興
計
画
の
策
定
単
位
は
、
各
支

所
単
位
と
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
実
際
の
ま
ち
づ
く
り
の
取
り

組
み
に
つ
い
て
は
、
地
区
の
枠
を
越
え

て
住
民
自
治
協
議
会
な
ど
が
積
極
的
に
連

携
す
る
こ
と
も
、
今
後
の
ま
ち
づ
く
り
に

と
っ
て
重
要
な
視
点
で
す
。

策
定
は
各
支
所
単
位

　
地
区
振
興
計
画
は
、
総
合
計
画
第
１
次

再
生
計
画
と
連
動
す
る
も
の
と
し
て
、
再

生
計
画
の
計
画
期
間
か
ら
１
年
ず
ら
し

た
、
平
成
27
年
度
か
ら
平
成
29
年
度
ま
で

の
期
間
と
し
て
い
ま
す
。

再
生
計
画
と
連
動
し
て
い
ま
す

　
各
地
区
振
興
計
画
は
、
次
の
と
お
り
構

成
し
て
い
ま
す
。

　
①
地
区
の
概
況

　
②
地
区
の
基
礎
デ
ー
タ

　
③
地
区
の
特
性

　
④
ま
ち
づ
く
り
の
課
題

　
⑤
ま
ち
づ
く
り
の
目
標

　
⑥
ま
ち
づ
く
り
の
取
り
組
み

　
地
区
の
現
状
・
課
題
・
特
性
を
把
握
し

な
が
ら
、
地
区
内
の
住
民
自
治
協
議
会
な

ど
が
協
働
し
て
行
う
取
り
組
み
、
地
区
内

の
住
民
自
治
協
議
会
な
ど
と
行
政
が
協
働

し
て
行
う
取
り
組
み
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

地
区
振
興
計
画
の
構
成

《
上
野
地
区
》　
豊
か
な
自
然
と
薫
り
高
い

歴
史
・
文
化
が
賑
わ
い
を
つ
く
る
交
流
の

ま
ち

《
伊
賀
地
区
》　
一
人
ひ
と
り
が
輝
く
、
安

心
安
全
で
、
次
世
代
に
つ
な
が
る
住
民
参

加
の
ま
ち
づ
く
り

《
島
ヶ
原
地
区
》　
い
つ
ま
で
も
元
気
で
い

き
い
き
暮
ら
せ
る
、
緑
に
包
ま
れ
た
癒
し

の
郷
づ
く
り

《
阿
山
地
区
》　

自
然
と
と
も
に 

心
の
か

よ
う 

住
ん
で
幸
せ 

暮
ら
し
の
舞
台

《
大
山
田
地
区
》　
次
代
に
繋
ぐ
、
誰
も
が

住
み
よ
い
、
い
き
い
き
輝
く
ま
ち
づ
く
り

《
青
山
地
区
》　
み
ど
り
と
こ
こ
ろ
と
安
心

を
育
む
ま
ち
づ
く
り

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

※
地
区
振
興
計
画
は
、
総
合
政
策
課
・
各

　
支
所
振
興
課
・
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー
・

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

▲それぞれの地区で計画をつくっています

※実際の取り組みでは、
　地区を越えた連携も可能

を
育
む
ま
ち
づ
く
り

上　野
地区振興計画

伊　賀
地区振興計画 阿　山

地区振興計画

大山田
地区振興計画青　山

地区振興計画

島ヶ原
地区振興計画
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特産農産物などの生産を支援
◆ 特産農産物の付加価値化と栽培農家の経営向上をめざして

【対象者】　市内に住所があり、指定した特産農産物を
耕作する生産組織・生産者
【指定特産農産物】　搾油用菜種・アスパラガス
【助成金額・対象要件】
○搾油用菜種：出荷販売または加工処理施設量１kg
あたり 50 円
※指定処理施設「菜

な
の舎

くら
」へ出荷販売または加工処理

　をしたものに限ります。
○アスパラガス：購入１株あたり 30 円
※新規または更新により購入したものに限ります。
※申請多数の場合は予算内で調整します。
【提出期限】　○搾油用菜種：「菜の舎」へ出荷販売ま

たは加工処理をした日から３カ月以内
○アスパラガス：新規または更新によって、株を購入
した日から３カ月以内
※書式は、市ホームページからダウンロードできます。
【必要な書類】　○搾油用菜種
①「菜の舎」への入荷伝票の写し 
②作付ほ場の位置図と作付が確認できる写真など
○アスパラガス
①購入を証する書類（領収書など）
②作付ほ場の位置図と作付が確認できる写真など
【提出先】
　農林振興課 ・各支所振興課（上野支所を除く。）

【問い合わせ】農林振興課
　☎43-2302　ＦＡＸ43-2313

　上野総合市民病院では、より多くの患者さんを受け
入れ質の高い看護を提供するため、看護師を広く求め
ています。伊賀の明日の医療をともに支えていきませんか。
【募集人数】　15 人程度
【対象者】
　昭和31年4月2日以降生まれで、看護師免許を持っ
ている人・平成 28 年３月末までに取得見込みの人
【採用予定日】
　10 月１日・平成 28 年１月１日・４月１日
【勤務条件】
　給与は基本給に、病院勤務手当・夜間看護手当など
の手当が支給されます。
　勤務は、日勤・準夜勤・深夜勤の３交代制です。
【休　暇】　4 週 8 休制（週休 2 日制）
　年次有給休暇・特別休暇・病気休暇・介護休暇など
※勤務条件・休暇など、詳しくはお問い合わせください。
【選考試験日・応募期限】
○ 7 月 25 日㈯午後　（締め切り：7 月 14 日㈫）
○ 10 月 24 日㈯午後　（締め切り：10 月 13 日㈫）
○平成28年1月23日㈯午後　（締め切り：1月14日㈭）
※時間などは応募した人に後日お知らせします。
【試験会場】　上野総合市民病院
【選考方法】　作文・面接
【提出書類】　
○伊賀市職員選考採用試験受験申込書（1 通）
○外国籍の人は住民票などの在留資格を証する書類（1 通）

【申込先】
○〒 518-0823　伊賀市四十九町 831 番地　
　伊賀市立上野総合市民病院事務部庶務課
○伊賀市総務部人事課　☎ 22-9605　ＦＡＸ 22-9616

看護師正規職員を募集します
◆ 私たちと一緒に働きませんか

【問い合わせ】上野総合市民病院庶務課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565

≪看護師就職説明会を開催します≫
　上野総合市民病院では、「手で触れてみて考える
看護の実践」を看護理念にかかげ、看護の質の向上
に取り組んでいます。今回は、次の日程で病院説明
会を開催しますので就職を希望する人や検討してい
る人は、お気軽にご参加ください。
【と　き】　５月 24 日㈰　午前 10 時～午後１時
【ところ】　上野総合市民病院　本館２階小会議室
【対象者】　平成 27 年度採用試験を受けようと考え
ている看護学生・看護師免許を持っている人
【内　容】　病院・看護部概要、新人教育の説明、給与・
福利厚生について、院内見学、食事会（先輩看護師
との座談会）
【申込方法】　電話・E メール　※要事前申し込み
※病院見学は随時受け付けています。当日、都合の
　つかない人もお気軽にお問い合わせください。
【申込期限】　５月 21 日㈭
【申込先・問い合わせ】
　上野総合市民病院経営企画課
　☎ 24-1111　ＦＡＸ 24-1565
　　byouin-keiei@city.iga.lg.jp
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し

個人住民税の納税は特別徴収で
◆ 市・県民税「特別徴収」の納税通知書を発送します

　事業所などに勤務している人の個人住民税（市・県
民税）は、所得税と同様に原則として、事業主が給与
から徴収した上で、従業員に代わって市町村に納入し
ていただくことになっています。パートやアルバイト
などの人も原則、特別徴収となります。
　特別徴収されていない場合は、事業主に確認してく
ださい。
■従業員のメリット
○金融機関などへ出向いて納税していただく手間を省

　くことができます。
○普通徴収の納期が原則年４回であるのに対し、特別
　徴収は年 12 回（６月から翌年５月まで）のため、
　１回あたりの従業員の負担が少なくなります。
■事業所などのメリット
○所得税のように、税額の計算や年末調整の必要はあ
　りません。
○従業員が常時 10 人未満の場合は、市長の承認を受
　け、年 12 回の納期を年２回とすることができます。

【問い合わせ】課税課
　☎22-9613　ＦＡＸ22-9618

【問い合わせ】○事務に関すること：課税課 （伊賀市）
○制度に関すること：三重県総務部税収確保課
　　　　　　　　　　☎ 059-224-2133

※事業所などへの税額決定通知書の送付は、５月中旬
　を予定しています。
　事業主の皆さんの協力をお願いします。

【特別徴収（給与天引き）による納税のしくみ】

事
業
所
な
ど

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

従
業
員

（
納
税
義
務
者
）

市（税
の
計
算
）

①給与支払報告書の提出
(1 月 31 日まで )
②税額決定通知書の送付

（5 月 31 日まで )

③税額の通知

⑤税額の納入
( 翌月 10 日まで )

④税額の徴収
(6 月から翌年 5 月まで ) 

【対　象】
　平成 27 年４月１日から平成 28 年 3 月 31 日まで
に新規登録し、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境
負荷の小さい四輪以上・三輪の軽自動車
【内　容】　取得した日の属する年度の翌年度（平成
28 年度）分の軽自動車税の税率を軽減する特別措置

（軽自動車税のグリーン化特例（軽課））があります。
　なお、この特例措置は、自動車税・軽自動車税にお
ける環境性能割の導入の際に自動車税のグリーン化特
例（軽課）とあわせて見直されます。
※平成 28 年４月１日以降に新規登録する車両の軽減
　措置については、まだ決定されていません。

軽自動車税のグリーン化特例
◆ 環境性能に応じて３段階の軽減措置があります

【問い合わせ】課税課
　☎22-9613　ＦＡＸ22-9618

◆原付などの
　　税率引き上げを

延期します
　平成 27 年度以降に予定
していた原動機付自転車・
ミニカー・小型特殊自動車・
二輪の軽自動車・二輪の小
型自動車の税率の引き上げ
時期が、税制改正に伴い、
平成 27 年４月１日から平
成 28 年４月１日へ１年延
期になりました。

区　分 種　別

平成 28年度の税率（年税額）
平成 27年４月１日から平成 28年 3月 31日までに

新規登録した車両

軽減なし おおむね
75％軽減

おおむね
50％軽減

おおむね
25％軽減

軽自動車

三輪車 3,900 円 1,000 円 2,000 円 3,000 円

四輪乗用 営業用 6,900 円 1,800 円 3,500 円 5,200 円
自家用 10,800 円 2,700 円 5,400 円 8,100 円

四輪貨物 営業用 3,800 円 1,000 円 1,900 円 2,900 円
自家用 5,000 円 1,300 円 2,500 円 3,800 円

被けん引車 3,600 円 － － －

◆軽自動車税の軽減措置

※排出ガス性能などは、「自動車検査証」の備考欄を確認してください。
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●納期限　４月 30 日 （木）●納期限　４月 30 日 （木）

納期限内に納めましょう
固定資産税（１期）
※納税は便利な口座振替で
【問い合わせ】
　収税課　☎ 22-9612

QRコード　

▲

伊賀市 公式
フェイスブックページ

伊賀の いいね！ がいっぱい

facebook
～ウィークリー伊賀市～
　今月は「平成27年度予算の概
要について」などをお送りします。

紅花の種を配布していますお知
らせ
お知
らせ

　奥の細道での芭蕉さんの句『眉は
きを俤

おもかげ

にして紅
べ に

粉の花』は、当時伊
賀でも紅花が盛んに栽培されていた
ため、故郷の伊賀を思い出して詠ん
だ句とされています。
　芭蕉さんが愛していたという紅花
ですが、今の時期が種まきの季節です。
　次の場所に種を置いていますの
で、ご自由に持ち帰りください。植
え方や育て方の説明書は種に添付し
ています。芭蕉さんを偲

しの

んで花を咲
かせてみませんか。

【配布場所】
　文化交流課・本庁受付・各支所窓口
※配布数に限りがありますので、な
　くなった場合はご了承ください。

【問い合わせ】
　文化交流課
　☎ 22-9621　ＦＡＸ 22-9694

軽自動車税の納税通知書を
郵送します

お知
らせ
お知
らせ

　軽自動車税の納税通知書を５月１
日㈮に郵送します。金融機関のほか
コンビニエンスストアでも納付でき
ますのでご利用ください。

【納期限】　６月１日㈪
　軽自動車税は毎年４月１日現在で
軽自動車などを所有する人に課税し
ます。軽自動車などを廃車・名義変
更または住所変更したときは手続き
が必要です。なお、年度の途中で廃
車または名義変更しても税の払い戻
しはありません。

【問い合わせ】
　課税課
　☎ 22-9613　ＦＡＸ 22-9618

日赤社資募集運動にご協力をお知
らせ
お知
らせ

　5 月 1 日から 31 日までの 1 カ月
間は「赤十字運動月間」として全国
的に日赤社資募集運動が行われます。
　赤十字は、地震・風水害など大き
な災害の発生時には迅速に救護班を
派遣し、被災者や傷病者を救護でき
るよう救護要員の育成指導を行うと
ともに、被災者へ配備するための毛
布などの備蓄に力を注いでいます。
このような事業は全て皆さんからご
協力いただいた社資の事業資金で行
われています。
　平成 26 年度は､ 10,356,270 円
をお寄せいただき、日本赤十字社へ
送金しました。ご協力ありがとうご
ざいました。
　本年度も温かいご支援をお願いし
ます。

【問い合わせ】
　医療福祉政策課
　☎ 26-3940
　ＦＡＸ 22-9673

地方創生（まち・ひと・しごと創生）
◆ 活力ある社会を維持していくために、皆さんのご意見をお聞かせください

◆地方創生とは
　地方創生（まち・ひと・しごと創生）とは、少子高
齢化に対応し、人口減少と地域経済縮小を克服するた
め、「しごと」が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」
を呼び込む好循環を確立しようとするものです。その
好循環により地方への新たな人の流れを生みだすこと
で、「まち」に活力を取り戻し、人々が安心して生活
を営み、子どもを産み育てられる社会環境をつくり出
すことをめざします。
◆伊賀市も取り組んでいます
　国は、将来にわたって活力ある日本社会を維持する
ため、将来人口などの方向性を示した「長期ビジョン」
と、長期ビジョンを達成するための取り組みを示した
総合戦略を、昨年 12 月に策定しました。
　伊賀市でも国や三重県の計画を踏まえつつ、おおむ
ね 50 年後の市の人口を展望した「伊賀市人口ビジョ
ン」とそれらを達成させるための施策で構成する「伊

賀市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定を進め
ています。
◆皆さんのご意見を募集します
　若い世代、子育て世代の皆さんをはじめ、多くの皆
さんから、人口減少社会への対策として、どのような
取り組みが必要と考えているか、さまざまなご意見を
をお寄せください。

《提出方法》　住所・氏名・年齢を明記し、郵送・ファッ
クス・Ｅメールなどで提出してください。様式の指定
はありません。

《提出先》　〒 518-8501
　伊賀市上野丸之内 116 番地
　伊賀市企画振興部総合政策課
　　sougouseisaku@city.iga.lg.jp

【問い合わせ】総合政策課
　☎22-9620　ＦＡＸ22-9672



市ホームページアドレス　http://www.city.iga.lg.jp/
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住民票の写しなどが
コンビニで取得できます

お知
らせ
お知
らせ

◆利用できる人
　伊賀市に住民登録があり、多目的
利用登録をした住民基本台帳カード

（住基カード）を持っている人
◆利用できるコンビニ
　全国のローソン、サークル K サ
ンクス、ファミリーマート、セブン
- イレブン（一部のマルチコピー機
を設置していない店舗を除く。）
◆利用できる時間帯
　午前６時 30 分～午後 11 時（年
末年始・保守点検日を除く。）
◆取得できる証明書
　住民票の写し・印鑑登録証明書・
戸籍全部（個人）事項証明書・戸籍
の附票の写し
※戸籍・戸籍の附票は伊賀市に住所
　と本籍の両方がある人のみです。
◆サービスの利用方法
　コンビニのマルチコピー機で、住
基カードを利用して申請から取得ま
での手続きができます。マルチコ
ピー機のメインメニューから画面の
案内に従って操作をしてください。
◆窓口受付端末機も利用できます
　住民課の窓口に設置している窓口
受付端末機で、住基カードを利用し
て証明書を取得することができま
す。端末機を利用することで、窓口
で申請書を書いていただく必要があ
りません。（受領の署名は必要です）
端末機の利用は開庁時のみです。

【問い合わせ】
　住民課
　☎ 22-9645　ＦＡＸ 22-9643

いがまち人権パネル展催し

【と　き】　
　５月８日㈮～ 28 日㈭
　午前９時～午後５時
※土・日曜日を除く。

【ところ】　いがまち人権センター
【内　容】
　「私たち家族がんばる。3.11 東日
本大震災」
　東日本大震災について、いがまち
人権センター作の絵本や、当時の写
真などをパネルにして展示します。
　パネルを通じて、震災について考
えてみませんか。

【問い合わせ】
　いがまち人権センター
　☎ 45-4482　ＦＡＸ 45-9130

生涯学習セミナー2015催し

○年間テーマ：「万葉集と伊賀」
　今年度は、昨年度の生涯学習セミ
ナーアンケートで要望の多かった万
葉集を取り上げます。
◆第１回

【と　き】　５月 16 日㈯
　午後１時 30 分～３時

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【内　容】　「都と伊賀」　　　　
○講師：
　京都大学大学院　准教授　佐野　
宏さん、富山大学　教授　中井　精
一さん、伊賀市長　岡本　栄
※駐車場に限りがありますので、ご
　来場には公共交通機関をご利用く
　ださい。
※ハイトピア伊賀の駐車場を利用の
　場合は、講演中の駐車料金を市が
　負担します。
※聴覚障がい者用磁気誘導ループを
　設置します。車椅子での聴講も可
　能です。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

生涯学習センター
　サロンコンサート

催し

「フルート・ビオラ・ハープ 魅惑の三重奏」
【と　き】　６月 12 日㈮
　午後７時～８時 20 分
　（開場：午後６時 30 分）

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【出　演】　井伊　亮子さん（フルー
ト）、古味　亜紀さん（ビオラ）、荒
木　まどかさん（ハープ）
※駐車場に限りがありますので、で
　きるだけ公共交通機関をご利用く
　ださい。

【問い合わせ】　生涯学習課
　☎ 22-9679　ＦＡＸ 22-9692

認知症の人と家族の会
「伊賀地域つどい・交流会」

催し

【と　き】　5 月 26 日㈫
　　　　　午後 1 時 30 分～ 4 時

【ところ】　名張市武道交流館いきい
き（名張市蔵持町里 2928 番地）

【内　容】　認知症の人を介護する家
族の情報交換の場です。

【参加費】　200 円
※認知症の人は無料。家族の会会員
　は 100 円。申し込み不要。認知
　症の人が参加する場合は、事前に
　連絡してください。

【問い合わせ】
　地域包括支援センター ( 中部にん
にんサポート伊賀 )
　☎ 26-1521　ＦＡＸ 24-7511

戦没者追悼式の開催催し

　伊賀市戦没者追悼式を挙行します
ので、皆さんご参列いただきますよ
うお知らせします。

【と　き】
　5 月 16 日㈯　午前 10 時～

【ところ】
　伊賀市文化会館　さまざまホール

【問い合わせ】　医療福祉政策課
　☎ 26-3940　ＦＡＸ 22-9673

地域子育て支援センター
“すくすくらんど”開所式

催し

【と　き】
　５月 11 日㈪　午前 10 時～

【ところ】　曙保育園 ひまわりホール
　（上野徳居町 3272-2）

【内　容】 　○オープニング
　（曙保育園年長児による遊戯）
○歌・手あそび、親子ふれあいあそ
　び、ペープサートなど

【問い合わせ】　
　（福）伊賀市社会事業協会
　曙保育園内子育て支援センター

“すくすくらんど”　
　☎ 21-7393　ＦＡＸ 21-2222
　子育て包括支援センター
　☎ 22-9665　ＦＡＸ 22-9666

寺田市民館
「じんけん」パネル展

催し

【と　き】　５月１日㈮～ 27 日㈬
　午前８時 30 分～午後５時
※土・日曜日、祝日は除く。

【ところ】
　寺田教育集会所　第１学習室

【内　容】　「2013 年度人権問題に
関する三重県民意識調査結果からみ
えてきたこと」
　人権問題に関する三重県民意識調
査の中から、同和問題を中心に人権
問題について調査結果を紹介（報告）
するとともに、今日の部落差別をは
じめとする人権課題の状況を見るパ
ネル展です。

【問い合わせ】　寺田市民館
　☎／ＦＡＸ 23-8728
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文化財再発見ツアー募集

　市内には、数多くの貴重な文化財
があります。今回はその中でも天然
記念物の樹木や植物に焦点をあて、
４カ所を巡るツアーを開催します。
中には新規に指定されたばかりの文
化財もありますので、この機会にお
申し込みください。

【と　き】
　６月 13 日㈯　午後１時～５時

【見学場所】　センダンの大樹（馬場）・
ノハナショウブ群落（西沢）・滝仙寺
の松（瀧）・オオツクバネガシ（種生）

【集合場所】　ハイトピア伊賀　５階
【対象者】　20 歳以上の人
【移動手段】　徒歩・マイクロバス
【定　員】　20 人　※先着順
【案　内】　伊賀市文化財保護指導委
員　森田　由一さん、文化財課職員

【申込方法】
　電話または直接ご来館いただき、
参加者の住所・氏名・電話番号・年
齢・人数を知らせてください。

【申込期間】　５月７日㈭～ 21 日㈭
　午前９時～午後５時

【申込先・問い合わせ】　上野公民館
　☎ 22-9637　FAX 22-9692
※土・日曜日、祝日のみ
　☎ 22-9801

離乳食教室募集

【と　き】　５月 21 日㈭
　午後１時 30 分～３時 30 分

【ところ】
　ハイトピア伊賀　４階多目的室

【内　容】
　講話「離乳食３回食を中心に」・
離乳食の調理と試食・栄養相談
※調理実習の際、先着 15 人まで託
　児があります。（電話予約制）

【定　員】　20 人　※先着順
【持ち物】　母子健康手帳・筆記用具・
エプロン・三角巾・手ふきタオル

【申込受付開始日】
　５月 11 日㈪　※電話予約制

【申込先・問い合わせ】　健康推進課
　☎ 22-9653　FAX 22-9666

合同就職セミナー催し

　地元就職の促進を図るため、就職
セミナー（U・J・I ターンを含む合
同求人説明会）を開催します。多数
ご参加ください。

【と　き】
　5 月 25 日㈪　午後 1 時～ 4 時

【ところ】　上野フレックスホテル
【内　容】
○求人企業
　市内企業・周辺企業など約 50 社
○求職者
　卒業予定の大学生・短大生・専門
学校生と職業についていない人

【問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628
　上野商工会議所　☎ 21-0527
　伊賀市商工会　☎ 45-2210
　名張商工会議所　☎ 63-0800

銃砲刀剣類登録審査会催し

　銃砲刀剣類所持等取締法（銃刀法）
の規定により、平成 27 年度銃砲刀
剣類登録審査会が開催されます。　
　本来、銃砲刀剣類は、所持するこ
とが禁止されていますが、骨董品や
美術品または文化財としての価値も
あるので、個人の財産として認めら
れています。
　そのため銃刀法では、登録審査を
受け、登録証が発行されたものに限
り、所持を認めています。何らかの
理由で銃砲刀剣類が発見され、将来
にわたって所持する場合は、必ず審
査会に出席してください。

【と　き】　※すべて火曜日
５月 19 日・７月 28 日・10 月６日・
12 月 8 日・平成 28 年３月 1 日
　午前 10 時～午後２時

【ところ】
　三重県津庁舎（津市桜橋 3-446-34）　

【問い合わせ】　三重県教育委員会事
務局社会教育・文化財保護課
　☎ 059-224-2999
　文化財課
　☎ 47-1285　FAX 47-1290 

一般廃棄物の収集、運搬、
処分及び浄化槽清掃業の
委託、許可、更新等に関する

審査委員会委員

募集

　市内の一般廃棄物の収集、運搬、
処分、浄化槽清掃業の委託、許可、
更新などに関する審査を行っていた
だく委員を募集します。

【募集人数】　２人以内
【応募資格】　次の①と②に該当する人
①市内在住で満 20 歳以上の人
②市議会議員・市職員でない人。現
に伊賀市で一般廃棄物の収集・運搬・
処分・浄化槽清掃業を行っている事
業所の職員または関係者でない人

【開催回数】　年３回程度　
※原則として平日の昼間２～３時間
　程度

【任　期】　７月１日～２年間
【報　酬】　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。

【応募方法】　応募動機を 1,000 字
以内にまとめ、住所・氏名（ふりが
な）・生年月日・性別・電話番号・
職業を記入の上、郵送・ファックス・
Ｅメール・持参のいずれかで応募し
てください。

【選考方法】　作文審査
※選考結果は応募者全員に通知します。
　受理した提出書類は返還しません。

【応募期限】
　５月 29 日㈮　午後５時　※必着

【応募先・問い合わせ】　〒518-1155
　伊賀市治田 3547-13　さくらリ
サイクルセンター内　廃棄物対策課
　☎ 20-1050　FAX 20-2575
　　haikibutsu@city.iga.lg.jp

全国一斉あそびの日募集

つながろう いがっこ げんきっこ
【と　き】　５月 24 日㈰
　午前９時 30 分～ 11 時 30 分

【ところ】　ゆめぽりすセンター
【内　容】　子どもだけでなく保護者
もつい夢中になる“わくわくアート”
と、３B 体操のあれこれ

【対象者】　４歳以上の子どもと保護者
※小学校２年生以下は、保護者同伴

【定　員】　70 人　※先着順
【参加費】　100 円／人
【持ち物】
　はさみ・不用な雑誌やチラシ

【申込方法】
　電話 ･ ファックス ･ Ｅメール
※ファックス ･E メールの場合は、
　住所 ･ 氏名・学校（園）名・電話番号・
　プログラム名を記入の上、お申し
　込みください。

【申込期限】　５月 18 日㈪午後４時
【申込先・問い合わせ】　伊賀市レク
リエーション協会（スポーツ振興課内)
　☎ 22-9635　FAX 22-9666
　　sports@city.iga.lg.jp

「広報いが市」の点字版・録
音版を発行しています
　希望される場合はお問い合わ
せください。　
【問い合わせ】　障がい福祉課　
　☎ 22-9657　ＦＡＸ 22-9662
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坂元昭二ライブ in 伊賀
～忍者のまちに優しい音を

 Vol.2 ～

募集

　シンガーソングライターのさだま
さしさんのサポートメンバーを 17
年間務めた「ギターの風景画家」坂
元昭二さんによるアコースティッ
ク・ギターのライブです。
　スペシャルゲストとして、さだま
さしツアーでおなじみのマリンバ奏
者の宅間久善さんも参加します。伊
賀のまちに優しい音が流れます。

【と　き】　6 月 20 日㈯
　開演：午後 5 時 30 分

【ところ】　ハイトピア伊賀
　　　　　５階多目的大研修室

【入場料】
　前売券 2,500 円、当日券 3,000 円

【入場券販売所】
　サワノ楽器店　☎ 21-0013

【問い合わせ】
　坂元昭二ライブ・伊賀プロジェクト
　☎ 050-5883-9242（つねき）
　（平日午後 7 時 30 分以降か、土・
　日曜日、祝日にご連絡ください。）
　文化交流課
　☎ 22-9621　FAX 22-9694

河川愛護モニター募集

　日常生活を通じて河川について気
づいたことなどを月１回程度レポー
トにしていただきます。

【期　間】　７月１日㈬～平成 28 年
６月 30 日㈭

【対象河川】
○木津川大内橋から岩倉大橋下流付
近まで
○柘植川山神橋より下流側
○服部川服部橋より下流側

【応募資格】　上記区間の付近にお住
まいの 20 歳以上の人

【謝礼月額】　4,000 円程度
【応募方法】　応募用紙に記入の上、
郵送かファックスで応募してください。
※詳しくは木津川上流河川事務所
ホームページをご覧ください。

【応募期限】　５月 29 日㈮　必着
【応募先・問い合わせ】　〒518-0723
　名張市木屋町 812-1
　木津川上流河川事務所管理課
　☎ 63-1611　FAX 64-9070
　公共基盤推進課
　☎ 43-2326　FAX 43-2324

個店魅力創出事業募集

　市内の商業の活性化を図るため、
地域の特色を生かした魅力ある店舗
づくりを実施する事業者に補助金を
交付します。

【補助対象事業】
①空き店舗等活用支援事業
　事業者などが市内にある空き店舗
などを利用して集客に役立つ魅力あ
る店舗などを開設する事業
②個店魅力向上事業
　事業者などが現在自ら営業してい
る店舗の魅力向上を図るために実施
する事業

【対象者】
　市内に事業所がある個人または法
人（新規創業予定者を含む。）

【対象地域】　中心市街地・地域拠点
（各支所周辺など）
【応募期限】　６月５日㈮
※補助内容や交付の条件など、詳し
　くはホームページをご覧いただく
　かお問い合わせください。

【審査方法】
　審査会で事業内容を審査し決定し
ます。

【提出先・問い合わせ】
　商工労働課
　☎ 22-9669　FAX 22-9628

伊賀市外国人住民協議会委員募集

　外国人住民が市民生活を営む上で
の諸問題や多文化共生の推進などに
ついて、検討をしていただく委員を
募集します。

【応募資格】　次のすべてに該当する人
①伊賀市に住所があり、通算１年以
上居住している 20 歳以上の人
②日本語が理解できる人
③市議会議員、市職員でない人
※委員を連続で２期した人は、今回
　応募できません。

【募集人数】　15 人以内
【委員の任期】　委嘱の日から２年間
【報　酬】　6,000 円／日　
※市の規定に基づく。

【開催回数】　年3回程度（原則日曜日）
【応募方法】
　市民生活課・各支所住民福祉課に
ある応募用紙に必要事項を記入の
上、郵送・ファックス・E メール・
持参のいずれかで提出してください。
※応募用紙は、市ホームページから
　もダウンロードできます。

【選考方法】　書類審査（国籍・人口
比率などを考慮し、決定します。）

【応募期限】
　5 月 29 日㈮　午後 5 時　必着

【応募先・問い合わせ】　〒518-8501
　伊賀市上野丸之内 116
　人権生活環境部市民生活課
　☎ 22-9702 　FAX 22-9641
　　shimin@city.iga.lg.jp

親子英語サークル
「アメリカンパイ」

募集

【と　き】　月 1 回・全 10 回
　第 2 火曜日　午前 10 時～ 11 時
※初回は 6 月 9 日㈫です。

【ところ】
　阿山保健福祉センター　ホール

【内　容】　歌や踊りや工作を通し
て、簡単な英語を身に付けます。ア
ロマと英語で親子リラックス・英語
でベビータッチなどのプログラムが
あります。

【対象者】　保育所（園）に通所して
いない幼児と保護者

【持ち物】　はさみ・のり・色鉛筆
【参加料】　年間 1,500 円（保険料など）
【申込先・問い合わせ】
　伊賀市国際交流協会事務局
　☎ 22-9629　　mie-iifa@ict.jp

【問い合わせ】　市民生活課
　☎ 22-9702 　FAX 22-9641

伊賀市行政情報番組
検討委員会委員

募集

　ケーブルテレビで放送している行
政情報番組が、よりよい番組になる
よう市民の皆さんに検討していただ
くため公募委員を募集します。

【募集人数】　３人程度
【応募資格】
　市内在住・在勤・在学の 70 歳未
満で市議会議員・市職員でない人

【任　期】　７月から２年間
【報　酬】
　6,000 円／日　
※市の規定による。

【応募方法】
　住所・氏名（ふりがな）・年齢・性別・
電話番号・応募動機を明記の上、郵
送・ファックス・Ｅメール・持参の
いずれかで提出してください。

【応募期限】　６月１日㈪
【応募先・問い合わせ】
　〒 518-0869
　伊賀市上野中町 2976 番地の 1
　上野ふれあいプラザ２階
　伊賀市企画振興部広聴情報課
　☎ 22-9636　FAX 22-9617
　　kouchoujouhou@city.iga.lg.jp
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　上野南公園で、画
家の松永伸さんと元
美術教諭の前田和子
さ ん を 講 師 に 迎 え、
絵画教室が開かれま
した。
　これは、伊賀市さ
くらの会が園児や児
童を対象に５年前から開催しているもので、この日は
14 人の小学生が参加しました。
　上野南公園内にはソメイヨシノや八重桜など約

300 本の桜があり、子どもたちは
桜の木のもとで、水彩絵の具やク
レヨンなどを使って、思い思いの
桜の絵を描きました。

絵画教室「さくらを描こう」（４月４日）

上手に描けたかな

▲ 講師にアドバイスをも
　らいながら、真剣に描
　く子どもたち▲うっすら汗ばむほどの快晴のもと、子どもたちは元気

いっぱいの踊りを披露しました。

まちかど通信

　上野公園で伊賀上野 NINJA フェ
スタの恒例イベント、ちびっこ忍
者ダンスダンスを行いました。
　忍ジャーズダンスチャイルド
バージョンの決めのポーズでは、
子どもたちは、声をそろえて元気
よく叫んでいました。

　この日は市内の保育園や保育所、幼稚園から４月で
年長児となった 719 人が参加しました。

　上野ふれあいプラザで、伊賀市日本語の会テクニカルアドバイザー
の船見和秀さんを講師に招き、「あなたにもできる！日本語ボランティ
ア」と題した講座が行われました。
　これは、日本語でも外国人と交流ができることを知ってもらうため
に開かれたもので、講師が日本語教室での活動で感じたさまざまな魅
力などについて語りました。講師のユーモアあふれる講義に、参加者
はメモをとりながら興味深そうに聴いていました。

多文化理解講座（４月 11 日）

始めよう !日本語ボランティア

▲この日は 17人が参加し、日本語ででき
　るボランティアについて学びました。

ちびっこ忍者ダンスダンス（４月４日）

忍者気分で



23 広報いが市 2015 年（平成 27 年） ５月 1 日号

お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し

何
に
、
い
く
ら
使
う
か

決
め
た
も
の
が
「
予
算
」

　
み
な
さ
ん
の
家
で
は
、
食
費
や

水
道
料
金
な
ど
、
暮く

ら
し
て
い
く

た
め
に
必
要
な
お
金
を
、
お
う
ち

の
人
が
毎
月
計
算
し
て
使
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

　

伊い

が

し
賀
市
に
も
１
年
間
に
使
う
金き
ん
が
く額

が
決
め

ら
れ
た
「
予
算
」
と
い
う
お
金
が
あ
り
ま

す
。
市
役
所
で
は
福ふ
く
し祉
、
教
育
、
ご
み
処し
ょ
り理
、

消し
ょ
う
ぼ
う防、

道
路
の
整せ
い
び備

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕

事
を
し
て
い
ま
す
が
、
ど
ん
な
仕
事
に
お
金

を
使
う
の
か
先
に
決
め
て
お
く
必
要
が
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
１
年
間
に
市
役
所
に
入
っ

て
く
る
お
金
（
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う

入
）
が
ど
れ
く
ら
い
か
を

考
え
、
そ
の
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う

入
の
範は
ん
い囲

内
で
そ
の
使
い
み

ち
（
支し
し
ゅ
つ出
）
を
決
め
た
も
の
が
予
算
で
す
。

納お
さ

め
て
も
ら
う
税ぜ
い
き
ん金

が

市
の
大
き
な
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う入

　
伊い

が

し
賀
市
の
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う

入
の
う
ち
最
も
多
い
も
の
は
、

市
民
の
み
な
さ
ん
に
納お
さ

め
て
も
ら
っ
て
い
る

「
市し
ぜ
い税
」
で
す
。

　
こ
の
ほ
か
、
国
や
県
か
ら
配
ら
れ
る
お
金

や
、
銀
行
か
ら
借
り
た
お
金
（
市し
さ
い債
）
な
ど
、

　
　
　
　
　
　
　
　
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
あ

り
ま
す
。

み
ん
な
が
暮く

ら
し
や
す
く
す
る
た
め
に
は

何
が
必
要
か
考
え
ま
す

　

み
な
さ
ん
が
よ
り
良
い
生
活
を
送
る
た
め

に
は
何
を
し
た
ら
良
い
か
、
そ
し
て
、
そ
の

た
め
に
ど
の
く
ら
い
の
お
金
が
必
要
な
の
か

な
ど
を
考
え
、
予
算
を
決
め
ま
す
。

　
例
え
ば
、「
歩
道
の
な
い
道
に
歩
道
を
つ
く

る
た
め
に
は
、
ど
れ
く
ら
い
の
お
金
が
か
か

る
の
か
」「
学
校
な
ど
の
建
物
を
地じ
し
ん震
に
強
く

す
る
た
め
の
工
事
費
用
は
い
く
ら
か
」
な
ど

を
収

し
ゅ
う
に
ゅ
う

入
の
範は
ん
い囲

内
で
優
先
す
る
順
序
に
よ
っ

て
決
め
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
は
お
こ
づ
か
い
を
も
ら
っ
た
と

き
、
す
ぐ
に
欲ほ

し
い
も
の
を
た
く
さ
ん
買
っ

て
し
ま
い
、
あ
と
で
困こ
ま

っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
お
こ
づ
か
い
も
予
算
と
同
じ
で
、

自
分
に
今
必
要
な
も
の
は
何
か
、
そ
れ
に
い

く
ら
使
う
の
か
、
先
に
考
え
て
み
る
の
も
い

い
で
す
ね
。
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。
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本紙２～７ページの
「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に
ついて、わかりやすく解

か い せ つ

説します。

こども広場
「予算って何だろう？」

「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に
します。

「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に
します。

「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に
します。

「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に「平成 27 年度の当初予算をお知らせします」に

　
財
政
課

▲行政情報番組の「こど
　も広場」に出演する　
　しのちゃん

な
る
ほ
ど
！

み
ん
な
も

わ
か
っ
た
か
な
？

子ども健全育成施策検討委員会委員募集
◆ 「第２次伊賀市子ども読書活動推進計画」などを検討していただく公募委員を募集します

【募集人数】　２人以内
【応募資格】　①市内在住で、７月１日現在満 20 歳以
上 70 歳未満の人（市議会議員・市職員は除く。）
②市が設置する審議会・市の附属機関の委員でないこと。
【任　期】　２年（７月１日～平成 29 年６月 30 日）
【報　酬】　6,000 円／日　※市の規定に基づく。
【開催回数】
　年２回程度（原則、平日の昼間２時間程度を予定）
【応募方法】　子どもの健全育成や読書活動推進に対す
る思いなどを応募動機として 800 字以内（様式は自

由）にまとめ、住所・氏名（ふりがな）・生年月日・性別・
電話番号を記入の上、郵送・E メール・持参のいずれ
かで提出してください。
【選考方法】　作文審査（委員の構成比率などを総合
的に考慮して決定します。）
※受理した提出書類は返還しません。
【応募期限】　５月 20 日㈬　※必着
【応募先】　〒 518-0873　伊賀市上野丸之内 500 番地
　伊賀市教育委員会生涯学習課　　
　　gakushuu ＠ city.iga.lg.jp

【問い合わせ】生涯学習課
　☎22-9679　FAX  22-9692
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応急診療所だより
◆ 日頃からかかりつけ医をもち、体調管理に努めましょう

　市では、休日や夜間など「かかりつけ医」や医療機
関が休みのときに急病となった場合にご利用いただけ
るよう内科・小児科の応急診療所を開設しています。

≪季節の変わり目は心身の変化に要注意≫
　季節や天気の変化と健康との間には深い関係があ
ります。一般的に人の体は季節や天気の変化に合わせ
て調節する機能が備わっています。この機能が不十分
な場合にはさまざまな心身の変化がおこります。
　年々、うつ病を発症する人が増加しています。この
背景には、ストレスが多い環境が増えて、心が対応し
きれなくなることがあります。人間関係・経済不安・
仕事・社会不安など、ストレスの原因はたくさんあり
ますが、それ以外に生活習慣・食習慣の乱れも関係す
るといわれています。
　規則正しい生活とバランスのよい食事をし、休日は
気分転換を図りストレスをためないように心がけま
しょう。また、睡眠は、からだの疲れをとり記憶を整
理して脳の疲れを和らげるといわれており、ストレス
解消に効果的です。

【問い合わせ】医療福祉政策課
　☎ 22-9705　ＦＡＸ 22-9673

≪伊賀市応急診療所≫
【所在地】　上野桑町 1615 番地　☎ 22-9990
【診療科目】　小児科・一般診療
【診療時間】　○月曜～土曜日：午後 8 時～ 11 時
○日曜日・祝日：午前 9 時～正午、午後 2 時～ 5 時、
午後 8 時～ 11 時
※受付時間は診療終了時刻の 30 分前まで
【持参するもの】　○健康保険証・各種医療証・受給者証
○薬を服用している人は、薬の内容がわかるもの
※当診療所の受診後は、必ずかかりつけ医院で必要
　な治療や薬の処方を受けてください。
※悪天候（台風・積雪など）時は、やむを得ず休診
　する場合がありますので、ご確認ください。

　
日本人の３人に１人がなっている

治せるなら、早く治したいイボ痔
カラ
ダのこ

と
おしえて！

昨日よりも
健康に。

カラダの話

【問い合わせ】　上野総合市民病院　☎ 24-1111

多くの人が昔から悩まされていた病気のひとつ
　お尻の周辺の病気を総称して、「痔」と呼びます。
痔は二足歩行する人類の宿命的な病気です。
　紀元前 2500 年頃のエジプト宮廷には肛門医が存
在したと記録されており、この頃には痔に悩む人が
いたことがわかっています。
　今の日本では 3 人に 1 人が痔に悩んでいると言
われ、症状の出ない人を含めると、成人の半数は痔
であると考えられています。
痔核（イボ痔）はどうしてできるのか
　肛門周辺の粘膜の下には、血管が集まって肛門を
閉じる動きをするクッションのような部分がありま
す。肛門への負担が重なると、クッションを支える
組織（支持組織）が引き伸ばされ、クッション部分
が大きくなり、出血したり、肛門の外に出たりする
ようになります。これが痔核（イボ痔）です。
痛みの少ない治療法で治せるように
　従来、痔核の治療は完治の為に手術療法を選択する
ことが多かったのですが、術後の痛みが問題でした。
そこで、ほぼ無痛の痔核治療法として、2005（平

成 17）年に痔核への四段階
注射法が日本で認可されま
した。注射療法による治療
のため、痔核を切らずに治
療します。
　痔核を切り取る手術と違って痔核の痛みを感じな
い部分に注射するため、「傷口から出血する」「傷口
が痛む」といった患者さんの身体的・精神的な負担
がほぼなくなりました。当院では、今年から日帰り
での治療が可能となり、日常生活へ早く復帰するこ
とができます。
お尻から血が出ても痔ではないことも
　昨年、イボ痔の治療のため受診した人の中で 6 人
が大腸癌であることがわかり、治療が必要となりま
した。そこで当院では、イボ痔と大腸の両方を診察
することが必要と考え、大腸肛門病外来を開いてい
ます。肛門のことや、便に血が混じることで悩みの
ある人は大腸肛門病センター（月・火・木・金曜日）
へお気軽にご相談ください。

大腸肛門病センター　三木誓雄・森本雄貴
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■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286　FAX   47-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ
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　市では、伊賀鉄道伊賀線の利用促進策の１つとして、
市内の園児、児童、生徒が伊賀線に団体乗車券を使っ
て乗車するときに、補助金を交付しています。
　遠足や社会見学などの行事で出かける際には、ぜひ、
伊賀線を利用してお出かけください。なお、住民自治
協議会などの自治組織が主催する、例えば子ども会な
どの行事でも利用することができます。
　また、JR 関西本線でも利用促進のため、団体利用
に対して JR 関西本線電化を進める会（事務局：総合
政策課）が補助金を交付しています。
　どちらの制度も、団体乗車券（伊賀線 15 人以上、
JR ８人以上の利用）を使って乗車すると、購入金額
の半額を補助します（JR は上限あり）。活用する場合
は、乗車する 15 日前までに総合政策課へ補助金交付
申請書を提出してください。学校や地域で遠足などの
行事を計画する場合には、ぜひご活用ください。
【問い合わせ】
　総合政策画課　☎ 22-9663　ＦＡＸ   22-9672

『団体利用補助』をご活用ください

公共交通を利用しましょう

■ご意見などは人権政策・男女共同参画課 ☎ 47-1286　FAX   47-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ-1288　  jinken-danjo@city.iga.lg.jp へ

心をこめた給食をお届けします　－給食センター－

　アレルギーと聞くと、時節柄、たくさんの人が
悩まされている花粉症に代表されるアレルギー性
鼻炎を思い出す人もおられると思いますが、最近、
食物アレルギーの子どもが増加しています。
　給食センターでは、市内の小・中学校へ配膳す
る学校給食を作っています。食物アレルギーの診
断を医師から受けた児童・生徒の中には、お弁当
を持参している子もいますが、当センターでは、
アレルギーの原因となる食品（鶏卵、牛乳、小麦、
甲殻類、柑橘類など）を除去した料理を作ること
や代わりの献立を考えるという対応をしています。
アレルギーの子が誤食しないよう、スタッフはア
レルギー対応食の受け渡しの際、確認書を使い内
容を確認し、食器を別容器にしたり、トレイの色
を変えるなどの注意をしています。アナフィラキ
シーと呼ばれる急性の全身アレルギー症状を起こ
す危険のある子は、緊急時に備えた処方薬である

内服薬や、症状を一時的に和らげるアドレナリン
自己注射薬を常に持参しています。
　社会を構成する人は、生活環境や考え方をみても
均一ではなく、多様性に富んでいます。その人たち
を、異質な他者として特別視し、排除してしまって
いるケースはないでしょうか。また、「私は特別視
していない」と思っている人の中にも、「でも、私
には関係ない」という意識を持っている人はいない
でしょうか。学校にも、食物アレルギーの子どもを
はじめ、障がいのある子、外国人、同和地区出身の
子など、それぞれの事情を抱えて生活している子ど
もがいます。それぞれの違いを、特別視したり、排
除するのでなく、それぞれの個性ととらえ、同じ一
人の人間として、その人の心に寄り添い、共に生き
ていくことが大切だと思います。私たちスタッフは、
子どもたちに対して、そんな気持ちを持って、心を
こめた給食を届けたいと考えています。

■このコラムは毎回いろいろなテーマで人権についてお話しています。

明日に向かって　～差別をなくしていくために～

　５月 11 日㈪から 20 日㈬までの間は春の全国交通
安全運動期間です。
　伊賀警察署管内では、昨年９件（前年比＋６件）の
交通死亡事故が発生し、伊賀市で初となる交通死亡事
故多発警報が発表されました。
 また、今年に入り、３月末現在で１件の交通死亡事故
が発生しています。車を運転する人は飲酒運転や速度
超過などの交通違反をしないことはもちろん、シート
ベルト、チャイルドシートの着用、一時停止や徐行な
どによる安全確認をしっかりと行い、歩行者などに注
意して走行しましょう。
　また、歩行者は夕暮れどきや夜間の外出時には明る
い服装を心がけ、反射材を身につけるなどして、運転
者から気付かれやすい工夫を心がけましょう。
　一人ひとりが交通ルールを守り、人を思いやる気持
ちを持ち、悲惨な交通事故を防止しましょう。

【問い合わせ】　伊賀警察署　☎ 21-0110
　　名張警察署　☎ 62-0110

交通事故死をなくそう！

伊賀警察署だより
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図書館
　　だより
図書館
　　だより

■一般書　
『明治・大正・昭和のレシピで食道樂』　　　　  　　　

小野　員裕／著
『体にいいシニアのためのおそうざい』

　小田　真規子／著
『日本の海賊写真紀行』　 清永　安雄／撮影
■児童書
『わらうプランクトン』　ひらい　あきお／著
『あまねく神竜住まう国』　 荻原　規子／作
■絵本
『エステバンとカブトムシ』
　 ホルヘ・ルハン／文　キアラ・カッレル／絵
『りゆうがあります』

  ヨシタケ　シンスケ／作・絵
『てんつくサーカス』 
こうだ　てつひろ／さく　田中　六大／え

《問い合わせ》
　上野図書館　☎ 21-6868　℻   21-8999
　いがまち図書室（いがまち公民館内）　☎ 45-9122
　島ヶ原図書室（島ヶ原会館内）　☎ 59-2291
　阿山図書室（あやま文化センター内）　☎ 43-0154
　大山田図書室（大山田公民館内）　☎ 47-1175
　青山図書室（青山公民館内）　☎ 52-1110

□絵本
『じゅんびはいいかい』　  荒井　良二／作
　「そろそろ　じゅんびは　いいかい？」
新しい１日や、新しい季節。はじまりの喜びを、
鮮やかな色彩でいっぱいに描いた絵本です。

□一般書　
『漂流郵便局　届け先のわからない手紙、
預かります』　　　　　  久保田　沙耶／著
　粟島にある漂流郵便局は、届け先のない手紙
を受け付けるアート作品。愛用の私物へ、未来
の自分へ、もう会えないあの人へ…。心を揺さ
ぶる 69通の手紙を収録しています。

今月の新着図書

図書館（室）からのお知らせ

　温かい「灯り」と星のきらめきに照らされた夜の図
書館でのひとときをお楽しみください。
※当日は入館自由。本の貸し出しはできません。
【と　き】５月 22日㈮　午後３時～８時 30分
【ところ】上野図書館
①「星灯りのおはなし会」※ひみつ基地席は要予約
•１回目：午後５時20分～ •２回目：午後６時20分～
　読み手：おはなしボランティアグループ「よもよも」
≪内　容≫　普段は入ることのできない貸出カウン
ターの中のひみつ基地で行う絵本の読み聞かせ
★カウンターの外側からは、自由に見ることができます。
≪定　員≫　各回 20人（子ども優先）　　　
②「朗読のゆうべ」　午後７時～　※要予約　
≪内　容≫　FMラジオ局のアナウンサー野上峰さん・

田口知恵子さんによる朗読会、「銀河鉄道の夜」
≪定　員≫　50人
③ナイトリーデング　「灯り」のもとでの読書や、図
書館員おすすめ本の展示・ミニプラネタリウム、子ど
もたちには「おりがみ人工衛星づくり」など
④星灯りカフェ（有料）　キッチンカー「オニバーカ
フェ」（飲み物）と「オルオルカフェ」（スイーツ）が、
図書館の庭（ピロティー）にやってきます。
【申込方法】　電話　　【申込先】　上野図書館
【申込開始日】　５月６日（水・振替）　午前９時～
※月曜日、５月 16日㈯・17日㈰を除く。

◆「ナイトライブラリー ～星灯りのもとで～」

絵本の読み聞かせや紙芝居、手遊びなどをします。（30分～１時間程度）
５月の読み聞かせ

と　き ところ 催物（読み手）
７日㈭ 10：30～ 上野図書館 えほんのひろば（ちいさなねこ）
９日㈯ 10：30～ 大山田図書室 おはなしたいむ（きらきら）
12 日㈫ 11：00～ 大山田図書室 赤ちゃんたいむ・ミニおはなし会
13日㈬ 10：30～ いがまち図書室 ミニサロンひまわり
17日㈰ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）
19 日㈫ 10：30～ 阿山図書室 読み聞かせ会（はあと＆はあと）

と　き ところ 催物（読み手）
23 日㈯ 10：00～ いがまち図書室 読み聞かせ会（ぶらんこ）
26日㈫ 10：30～ 青山図書室 おはなしなあに？（マンマミーダ）
6月2日㈫ 11：00～ 大山田図書室 赤ちゃんたいむ・ミニおはなし会

6月３日㈬
10：00～ いがまち図書室 絵本の時間（お話の国アリス）

10：30～ 青山子育て支援センター おはなしなあに？（だっこ）

◆上野図書館休館のお知らせ
　５月 11日㈪～ 25日㈪　特別図書整理のため休館
※休館中の図書の返却は、駐車場側のブックポスト
　をご利用ください。
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情報交流ひろば

【問い合わせ】　甲賀市広報課　☎ 0748-65-0675 【問い合わせ】　亀山市広報秘書室　☎0595-84-5021

となりまち　いが· こうか · かめやまとなりまち　い
甲賀市甲賀市

　第８回となる恒例の甲賀
流忍者検定。今年も忍者鍋

と黒影ごはんを用意して、皆さんを応援します。
※記念講演「影の戦士たち」も併せて開催
　講師：滋賀県埋蔵文化財センター　阿刀　浩史さん
【と　き】　６月 14日㈰
　午前 10時～（受付：午前９時～）
【ところ】　忍の里プララ（甲賀市甲南町竜法師 600）
【アクセス】　新名神高速道路「甲南 IC」から約５分
【受験区分】　初級・中級・上級　※初級検定は、
忍者コスプレと手裏剣投げで加点あり
【受験料】　各区分 2,000 円（昼食付）
【申込方法】　甲賀市観光協会のホームページ、
ファックス、または郵送でお申し込みください。
【申込先・問い合わせ】　甲賀市観光協会
　〒 520-3328　甲賀市甲南町野田 810番地
　☎ 0748-60-2690　℻  0748-60-2362
　http://www.koka-kanko.org/

めざせ甲賀流免許皆伝
～第８回甲賀流忍者検定～

亀山市亀山市

東海道関宿 東追分一の鳥居
～お木曳

ひ

き～

　国の重要伝統的建造物群保
存地区に選定されている関宿

の東端の東追分は、東海道と伊勢別街道の分岐点
です。大きな鳥居や常夜灯などが建っており、か
つては東海道を行き交う旅人が、ここから伊勢
神宮を遙

ようはい
拝したといわれています。この鳥居は、

20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮の度に内宮宇
治橋東詰の鳥居の旧材を用いて建て替えられてい
ます。５月 30日㈯には、関宿の西追分から東追
分までの約 1.8kmにかけて、新しい鳥居の用材
を曳く伝統行事「お木曳き」が盛大に行われます。
【と　き】　５月 30日㈯
　午前９時 30分～正午（予定）（予備日 31日㈰）
【ところ】　関宿一円
【アクセス】　JR関駅下車徒歩 10分
【問い合わせ】　東海道関宿東追分鳥居お木曳き実
行委員会事務局（亀山市市民文化部関支所観光振
興室）　☎ 0595-96-1215

◉伊賀市応急診療所（一次救急）【診療科目】　一般診療・小児科
【所在地】　上野桑町 1615番地　☎ 22-9990
【診療時間】　月～土曜日：午後８時～ 11時
　日曜日・祝日：午前９時～正午・午後２時～５時・午後８時～ 11時
※受付は、診療終了時刻の 30分前までにお願いします。
◆夜間・日曜日および祝日診療を行っている医療機関については、
　三重県救急医療情報センター（☎ 24-1199）へお問い合わせください。

◉伊賀市救急相談ダイヤル 24
☎ 0120-4199-22

（フリーダイヤル）
　医師・看護師などが 24時間年中
無休体制で、救急医療や応急処置な
どに関する相談に応じます。（通話
料・相談料：無料）

５月の二次救急実施病院

＊小児科以外の診療科です。

≪実施時間帯≫　平日：午後 5時～翌日午前 8時 45分
土・日・祝日：午前 8時 45分～翌日午前 8時 45分
≪実施時間帯（岡波総合病院）≫
月曜日：午後５時～翌日午前９時　水曜日：午後５時～翌日
午前８時45分　日曜日：午前９時～翌日午前８時45分
※月・水曜日が祝日の場合、午前９時～翌日午前８時45分
救急車での搬送限定ではありませんが、必ず事前に連絡
が必要です。
　【上野総合市民病院（☎ 24-1111）】
　【名張市立病院（☎ 61-1100）】
　【岡波総合病院（☎ 21-3135）】

◉各病院の受け入れ体制

※重症者が重なり、診察できない場合があります。また、非当番日は救急の受け入れを行いません。
※二次救急（重症）の人が対象です。

日 月 火 水 木 金 土
１
　上野

2
　名張

3
　名張

4
　岡波

5
　名張

6
岡波・名張

7
　名張

8
　上野

9
　上野

10
　岡波

11
　岡波

12　
　上野

13
岡波・名張

14
　名張

15
　上野

16
　名張

17
　名張

18
　岡波

19
　名張

20
岡波・名張

21
　名張

22
　上野

23
　上野

24
　岡波

25
　岡波

26
　上野

27
岡波・名張

28
　名張

29
　上野

30
　上野

31
　名張

＊小児科以外の
診療科です。
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・
１
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８
５　
℻  
47
・
１
２
９
０

▲雨乞い関係文書
　「祈雨記」

▲雨乞い踊りに使用して
　いた衣装

　１年の中でも気持ちのよい季節がやってきました。
　外に出かけて、新緑の中に色あざやかなツツジが
咲いている様子を見ると、心楽しくなります。
　ツツジにはたくさんの種類があります。山で一番
早く咲くツツジはミヤマツツジ（標準和名：コバノ
ミツバツツジ）です。ミヤマツツジは私が子どもの
頃、母の実家があった旧伊賀町に遊びに行ったとき、
山仕事帰りの祖父母がよく手

た お
折ってきていた思い出

があります。また、ツツジの中には大変華やかな赤い
花を咲かせるものもあります。大ぶりで非常に印象的
なその花は、オオカメツツジ（標準和名：レンゲツツ
ジ）と呼ばれていました。山のツツジにはもうひとつ、
色とりどりの花を咲かせるヤマツツジがあります。基
本的には赤が多いですが、中には白やベージュといっ
たものも見かけられるようです。伊賀では、ヤマツツ
ジの名勝として、余野公園（柘植町）と青山高原がよ
く知られています。
　余野公園では、地域の人たちが大切に守り続けて

いるヤマツツジが人の背丈以上に育ち大変見事です。
５月には、つつじ祭が開かれ近隣や県外からも多く
の人が訪れます。ここでツツジを愛でながら１日を
過ごすのは、この季節ならではの楽しみです。
　青山高原には、同じツツジ科のアセビの花があちらこ
ちらに咲き、続いてヤマツツジが咲く頃には、恒例のつ
つじマラソンが行われます。毎年市内外から千人以上の
ランナーがツツジの咲く中で健脚を競います。実は、辻
上副市長も毎年この大会に参加しています。
さて今年はどんな記録をめざすのでしょうか。
　

　
　伊賀は自然が豊かで、心が癒される風景が四季折々
に広がっています。こうした自然は、伊賀の誇りだ
と思います。その大切さを次の世代にも伝え、残し
ていきたいものです。　　　 （伊賀市長　岡本　栄）

ー伊賀を彩るツツジー

市長の伊賀じまん

▲

余野公園に咲くヤ
　マツツジ

　この大会は、ツツジはもちろん
コースから見える風景が素晴らしい
ので、楽しみながら走れるのが魅力
ですよ。（副市長　辻上　浩司）



※市役所にご用の際は、各担当課へご連絡ください

《本　庁》　〒 518-8501　伊賀市上野丸之内 116 番地
○総務部・企画振興部・財務部・産業振興部の一部：〒 518-0869　伊賀市上野中町 2976 番地の 1
○産業振興部の一部、建設部：〒 518-1395　伊賀市馬場 1128 番地
○人権生活環境部・教育委員会の一部、監査委員事務局：〒 518-1422　伊賀市平田 652 番地の１
○企画振興部・産業振興部・教育委員会・健康福祉部・人権生活環境部の一部：

〒 518-0873　伊賀市上野丸之内 500 番地（ハイトピア伊賀）

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容
総合危機管理課 ☎ 22-9640 24-0444 防犯、防災、地域安全対策

市政再生課 ☎ 22-9622 24-2440 行財政改革、行政評価

総務課
行政庶務係 ☎ 22-9601 24-2440 市行政一般、統計調査、選挙
文書法制係 ☎ 22-9602 例規、文書管理
市史編さん係 ☎ 52-4380 52-4381 市史の編さん

人事課 人事研修係 ☎ 22-9605 22-9616 職員の人事・研修
給与厚生係 ☎ 22-9606 職員の給与・福利厚生

秘書課 ☎ 22-9600 24-7900 秘書、渉外、儀式、表彰

契約監理課 入札契約担当 ☎ 22-9810 22-9837 工事・物品などの入札、契約、入札参加資格の審査・登録
検査担当 ☎ 22-9685 工事の検査、材料検査、履行の指導助言

総合政策課 政策調整係 ☎ 22-9620 22-9672 市政の総合企画・総合調整
交通対策係 ☎ 22-9663 公共交通

文化交流課 ☎ 22-9621 22-9694 文化振興、芭蕉翁顕彰

広聴情報課 広報広聴係 ☎ 22-9636 22-9617 広報紙、行政情報番組、情報公開、個人情報
情報政策係 ☎ 22-9625 FAX なし 情報政策、情報システムの運用管理

地域づくり推進課 ☎ 22-9639 22-9694 自治振興・市民活動支援・住民自治協議会の総括市民活動支援センター ☎ 22-1511 22-0317
スポーツ振興課 ☎ 22-9635 22-9666 スポーツ振興

管財課 管財係 ☎ 22-9610 24-2440 市有財産管理、土地開発公社
庁舎整備推進係 庁舎整備

財政課 ☎ 22-9608 22-9694 財政

課税課 市民税係 ☎ 22-9613 22-9618 市県民税・軽自動車税の賦課
資産税係 ☎ 22-9614 固定資産税の賦課

収税課 収納管理係 ☎ 22-9615 22-9618 税証明
収納係 ☎ 22-9612 市税徴収

市民生活課 ☎ 22-9638
22-9641

市民相談、交通安全、斎苑、犬の登録
☎ 22-9702 多文化共生、国際交流

消費生活相談専用ダイヤル ☎ 22-9626 消費生活相談
人権政策・男
女共同参画課

人権政策係 ☎ 47-1286 47-1288 人権施策・平和行政の総合企画・推進
男女共同参画係 ☎ 22-9632 22-9666 男女共同参画推進施策の総合企画・推進

同和課 ☎ 47-1287 47-1288 同和施策の計画・推進
八幡町市民館 ☎ 23-3157 23-5407 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業

しろなみ児童館 ☎ 24-2466 24-2466 児童館事業
下郡市民館 ☎ 37-0558 37-0184 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業
寺田市民館 ☎ 23-8728 23-8728 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業
いがまち人権センター ☎ 45-4482 45-9130 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業

まえがわ児童館 ☎ 45-4482 児童館事業
ライトピアおおやまだ ☎ 47-1160 47-1162 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業
青山文化センター ☎ 55-2411 55-2434 人権啓発、地域福祉、地域交流、相談事業

老川児童館 ☎ 55-2411 児童館事業
住民課 ☎ 22-9645 22-9643 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録、埋火葬許可
環境政策課〔環境センター〕 ☎ 20-9105 20-9107 環境施策、環境教育、生活環境調査
廃棄物対策課 ☎ 20-1050 20-2575 分別収集計画、ごみの減量化・リサイクル、環境パトロール

さくらリサイクルセンター ☎ 20-9272 可燃ごみ・資源ごみの処理
☎ 20-9170 20-9171 ごみ収集（集積場パトロール・拠点収集）

浄化センター ☎ 23-1179 21-8704 し尿・浄化槽汚泥の処理、市直営で指定区域内のし尿収集☎ 21-2109
不燃物処理場 ☎ 23-8991 FAX なし 不燃物の処理

人
権
生
活
環
境
部

財
務
部

企
画
振
興
部

総
務
部

市役所本庁総合番号案内 ☎ 22-9611 ／夜間・時間外受付（守衛室）☎ 22-9611 ／市役所代表ファックス  FAX  24-2440
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伊賀市役所 組織と電話番号の一覧
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平成 27 年５月１日現在

※新庁舎が完成するまでの間、市役所の事務所を各施設に分散して配置しています。事務所の分散により
　大変ご迷惑をおかけしますが、所在地をお確かめの上、ご来庁ください。



別冊４

担当部署 主な業務内容

振興課
地域振興係

地域防災・地域安全対策、庁舎管理、財産管理、選挙、行政バス、広聴・広報、地域文
化の振興、国際交流、住民自治協議会、自治会、市民活動支援、不法投棄防止、人権施
策の推進、人権啓発、平和行政、同和施策の推進、男女共同参画、財産区（伊賀・島ヶ
原・大山田）

産業建設係 農林業の指導、狩猟・鳥獣害、公共土木施設・農林業施設などの維持管理、小規模工事・
材料費補助、観光振興、市営住宅、ダム対策調整（青山）

住民福祉課

市税・使用料担当 税の証明、市税の収納、原動機付自転車の標識交付、各種料金収納、交通安全、犬の登
録、市民相談

戸籍・住民基本台帳担当 戸籍、住民票、印鑑登録、埋火葬の許可、公的個人認証サービス

健康福祉担当
生活保護、保育所、放課後児童クラブ、高齢者・障がい者・児童・母子・寡婦福祉、介
護保険、国民健康保険、国民年金、老齢福祉年金、後期高齢者医療、福祉医療、運動施
設（青山）

◆各支所（上野支所を除く）
《主な業務内容》

担当部署 電話番号 FAX 番号

振興課 地域振興係 ☎ 45-9111 
☎ 45-9108 45-9120

産業建設係 ☎ 45-9119

住民
福祉課

市税・使用料担当
戸籍・住民基本台帳担当 ☎ 45-9104 45-9120
健康福祉担当 ☎ 45-9105

《伊賀支所》　〒 519-1412　伊賀市下柘植 728 番地

担当部署 電話番号 FAX 番号

振興課 地域振興担当 ☎ 59-2053

59-3196
産業建設担当 ☎ 59-2294

住民
福祉課

市税・使用料担当 
戸籍・住民基本台帳担当 ☎ 59-2109

健康福祉担当 ☎ 59-2163

《島ヶ原支所》　〒 519-1711　伊賀市島ヶ原 4913 番地

《阿山支所》　〒 518-1395　伊賀市馬場 1128 番地
担当部署 電話番号 FAX 番号

振興課 地域振興係 ☎ 43-1543

43-1679
産業建設係 ☎ 43-1544

住民
福祉課

市税・使用料担当 
戸籍・住民基本台帳担当 ☎ 43-0333

健康福祉担当 ☎ 43-0332

担当部署 電話番号 FAX 番号

振興課 地域振興係 ☎ 47-1150 46-1764 
46-0135

産業建設係 ☎ 47-1157 46-1764

住民
福祉課

市税・使用料担当 ☎ 47-1163
46-1764戸籍・住民基本台帳担当 ☎ 47-1152

健康福祉担当 ☎ 47-1151

《大山田支所》　〒 518-1422　伊賀市平田 652 番地の 1

《青山支所》　〒 518-0292　伊賀市阿保 1411 番地
担当部署 電話番号 FAX 番号

振興課 地域振興係 ☎ 52-1112
☎ 52-1115

52-2174産業建設係 ☎ 52-1114

住民
福祉課

市税・使用料担当 ☎ 52-3232
戸籍・住民基本台帳担当 ☎ 52-3227
健康福祉担当 ☎ 52-3228
青山保健センター

（運動施設） ☎ 52-4100 FAX なし

◆伊賀市消防本部
部　署 電話番号 FAX 番号

消防総務課 ☎ 24-9100
24-9111予防課 ☎ 24-9103

消防救急課 ☎ 24-9115
中消防署 ☎ 24-9118 24-3544
中消防署島ヶ原分署 ☎ 59-2277 59-2292
中消防署西分署 ☎ 20-9901 20-9902

部　署 電話番号 FAX 番号
東消防署 ☎ 45-3100 45-4468
東消防署阿山分署 ☎ 43-0438 43-1127
東消防署大山田分署 ☎ 47-0353 46-1425
南消防署 ☎ 52-1151 52-0602
南消防署丸山分署 ☎ 37-0100 37-0175

施設名 電話番号
伊賀市立上野総合市民病院 ☎ 24-1111
伊賀市健診センター ☎ 24-1186
伊賀市応急診療所 ☎ 22-9990
国保山田診療所 ☎ 47-0305
国保阿波診療所 ☎ 48-0004
国保霧生診療所 ☎ 54-1002

◆伊賀市役所関係施設（庁舎外施設）
施設名 電話番号

伊賀南部
環境衛生組合

総務室 ☎ 53-1120
業務室 ☎ 53-1120
伊賀南部クリーンセンター ☎ 53-1120
伊賀南部浄化センター ☎ 63-1211

伊賀市斎苑 ☎ 21-0713



別冊３

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容

水道総務課 企画調整係 ☎ 24-0001

24-0006

経営の基本計画、事業計画
経理係 予算・決算・入札・契約

施設課

管理係 ☎ 24-0002 水道施設の維持管理、給水装置の申し込み
工務係 水道工事
浄水係 ☎ 24-3980 浄水施設の維持管理
水質係 ☎ 24-3969 水源の保護・水質に関すること

青山事業所 ☎ 52-0469 52-0494 水道施設の維持管理
業務課 ☎ 24-0003 24-0006 下記業務の審査・決定・決裁

水道お客様センター ☎ 24-0013 24-0007 検針・開閉栓・収納・料金に関する問い合わせ

◆水道部　〒 518-0131　伊賀市ゆめが丘７丁目 4 番地の 4

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容

教育総務課 ☎ 47-1280 47-1281 教育行政にかかる企画・立案・調整、施
設の整備・営繕 、学校（園）の管理運営

学校教育課 学務係 ☎ 47-1282 47-1290 児童生徒の就学・転出入、就学援助
指導教職員係 ☎ 47-1283 学校（園）などの指導

生涯学習課 生涯学習係 ☎ 22-9679 22-9692 生涯学習、社会教育、青少年健全育成
人権同和教育係 人権同和教育

文化財課 ☎ 47-1285 47-1290 文化財の調査・保護、文化財の指定

給食センター
いがっこ給食センター夢 ☎ 21-8194 21-8199

給食の献立、調理、運搬、施設の管理運営阿山給食センター ☎ 43-1010 43-1014
大山田給食センター ☎ 47-0146 47-0147

公民館

中央公民館（上野公民館） ☎ 22-9637 22-9692

公民館活動、地域教育の推進

いがまち公民館 ☎ 45-9122 45-9160
島ヶ原公民館 ☎ 59-2291 59-2574
阿山公民館 ☎ 43-0154 43-9019
大山田公民館 ☎ 46-0130 46-0131
青山公民館 ☎ 52-1110 52-1211

教育集会所

八幡町教育集会所 ☎ 23-3157 FAX なし

人権同和教育の推進・活動

下郡教育集会所 ☎ 37-0558 37-0184
寺田教育集会所 ☎ 23-8728 23-8728
まえがわ教育集会所

☎ 45-4482 45-9130まえがわ
青少年活動センター
大土教育集会所 FAX なし
奥馬野教育集会所 ☎ 47-1160 47-1162
老川教育集会所 ☎ 55-2350 FAX なし

図書館（室）

上野図書館 ☎ 21-6868 21-8999

図書館事業

いがまち図書室 ☎ 45-9122 45-9160
島ヶ原図書室 ☎ 59-2291 59-2574
阿山図書室 ☎ 43-0154 43-9019
大山田図書室 ☎ 47-1175 46-0131
青山図書室 ☎ 52-1110 52-1211

教
育
委
員
会
事
務
局

教
育
機
関

◆教育関係

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容
農業委員会事務局 ☎ 43-2312 43-2313 農業委員会の事務
選挙管理委員会事務局 ☎ 22-9601 24-2440 選挙管理委員会の事務
監査委員事務局

☎ 47-1289 47-1288
監査事務

公平委員会 公平委員会の事務
固定資産評価審査委員会 固定資産評価審査委員会の事務

◆行政委員会

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容
振興課 ☎ 22-9633 22-9694 住民自治協議会・自治会・市民活動の支援

◆上野支所　〒 518-0869　伊賀市上野中町 2976 番地の 1



別冊２

担当部署 電話番号 FAX 番号 主な業務内容

医療福祉政策課 医療政策担当 ☎ 22-9705 22-9673 地域医療施策、応急診療所
福祉政策担当 ☎ 26-3940 福祉政策の企画調整、民生委員・児童委員、保護司会

障がい福祉課 庶務担当 ☎ 22-9657 22-9662 障がい者の福祉施策
障がい福祉担当 ☎ 22-9656 障がい者の福祉事業

生活支援課

保護第１係 ☎ 22-9651

22-9661
生活保護保護第２係 ☎ 22-9652

生活支援係 ☎ 22-9650 生活困窮者自立支援
庶務係 行旅人

こども家庭課

管理係 ☎ 22-9658 22-9646 児童福祉施策
こども家庭係 ☎ 22-9654 児童扶養手当など、放課後児童クラブ

子育て包括
支援センター ☎ 22-9665

22-9666 子育て支援ファミリー
サポートセンター ☎ 26-7830

保育係 ☎ 22-9655 22-9646 保育所（園）入所・運営

介護高齢福祉課
高齢福祉係 ☎ 22-9634

26-3950
高齢者福祉施策

介護事業係 ☎ 26-3939 保険料の賦課・収納、介護保険の認定・給付
認定調査係 ☎ 26-3941 要介護認定調査

福祉相談調整課

調整担当 ☎ 22-9668

22-9674

相談にかかる会議などの調整
障がい者相談支援
センター ☎ 26-7725 障がい者の相談

こども・女性・母
子・父子自立相談 ☎ 22-9609 家庭児童相談、女性相談、母子・父子自立相談

こども発達支援セ
ンター ☎ 22-9627 こどもの発達に関する相談

地域包括支援 
センター

中部 ☎ 26-1521 24-7511 高齢者の総合相談、介護予防事業
東部サテライト ☎ 45-1016 45-1055 高齢者の総合相談、こども・障がい者の１次相談、

介護予防・健康推進南部サテライト ☎ 52-2715 52-2281

保険年金課 保険年金係 ☎ 22-9659 26-0151 国民健康保険、国民年金
医療助成係 ☎ 22-9660 後期高齢者医療、福祉医療

健康推進課
（伊賀市保健セン
ター）

☎ 22-9653 22-9666
健康づくり事業、母子・成人保健事業、予防接種、
感染症予防、献血、栄養指導

いがまち保健福祉
センター ☎ 45-1016 45-1055

青山保健センター ☎ 52-2280 52-2281

農林振興課
計画係 ☎ 43-2301

43-2313
農林業振興、集落営農、農地法、山村振興、畜産業
振興振興係 ☎ 43-2302

鳥獣害対策係 ☎ 43-2303 鳥獣害対策、狩猟

農村整備課 管理係 ☎ 43-2304 43-2305 国土調査、農林業施設の管理
整備係 土地改良事業、治山、農地などの災害復旧

商工労働課   ☎ 22-9669 22-9628 商工業振興、雇用対策、企業誘致
観光戦略課 ☎ 22-9670 22-9695 観光振興
中心市街地推進課 ☎ 22-9825 22-9628 中心市街地の活性化
建設１課 
(上野、島ヶ原担当)

総務管理係 ☎ 43-2321 43-2324 市道認定など、敷地占用
事業推進係 ☎ 43-2323 道路などの整備、公共土木施設の災害復旧

建設２課 
( 伊賀、阿山、大
山田、青山担当 )

総務管理係 ☎ 43-2328
43-2324

市道認定など、敷地占用
事業推進係 ☎ 43-2329 道路などの整備、公共土木施設の災害復旧

公共基盤推進課 ☎ 43-2326 43-2324 国・県が行う事業の調整・促進

都市計画課
総務管理係 ☎ 43-2314

43-2317
都市計画法、開発指導、景観行政

事業推進係 ☎ 43-2315 都市計画の決定・変更、公園管理
建築指導審査係 ☎ 43-2316 建築基準法

下水道課
総務管理係 ☎ 43-2318

43-2320
下水道事業、合併処理浄化槽

事業推進係 ☎ 43-2319 下水道施設の整備・維持管理
企業会計係 ☎ 43-2318 企業会計導入

建築住宅課
総務管理係 ☎ 43-2330

43-2332
市営住宅の管理・運営・使用料

事業第１係 ☎ 43-2331 市営住宅の営繕、市有建築物の設計など
事業第２係 特定市有建築物の設計など

出納室 審査係 ☎ 22-9686 22-9839 現金などの出納・保管出納係
市議会事務局

（議事課）
庶務係 ☎ 22-9687 24-7901 市議会・常任委員会の事務議事調査係 ☎ 22-9688

健
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